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はじめに 

館山市では、障害のある方の自立と社会参加を

支援するため、『一人ひとりが尊重しあい、生き方

を選び、共に輝く文化福祉都市』を障害者計画の基

本理念に掲げ、施策の推進に努めてきました。 

この基本理念を継承しつつ、令和６年４月から施

行される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正

する法律」により、障害のある方が安心して地域生

活を営み、充実した就労ができるよう、また、障害

児支援のニーズの多様化に、きめ細かく柔軟な対応

ができるような環境整備を図るという趣旨を踏ま

え、障害のある方のための施策について、より一層、推進することを目的に、こ

のたび、「第６次館山市障害者基本計画」「館山市障害福祉計画（第７期）」「館山

市障害児福祉計画（第３期）」を策定しました。 

 

なお、本計画と同時期に、『一人ひとりが繋がり、はじまる、みんなで支え合

う、あったかまちづくり』を基本理念とした館山市地域福祉計画を策定しており、

この地域福祉計画を上位計画として各計画とも連携を図り「地域共生社会」の実

現に向けて動いていきます。 

 

障害の有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、共に住み

慣れた地域で、いきいきと安心して暮らせるまちづくりは、市民の皆様と共に進

めていくことが重要と考えますので、より一層のご理解とご協力をお願いしま

す。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、格別のご尽力を賜りました館山市障害者福祉

計画等策定委員会の委員の皆様をはじめ、福祉アンケートにて貴重なご意見・ご

提言をいただきました多くの皆様や関係団体の皆様に心から感謝申し上げます

と共に、今後とも、本市の福祉行政の推進にお力添えを賜りますようお願い申し

上げます。 

 

令和６年３月 

館山市長 森  正 一 
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第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

国は、全ての国民が、障害の有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会の実現を目指して、制度を整備してきました。 

令和５年には、令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期間とする「障害者基本

計画（第５次）」を策定しています。その中では、障害のある人が自らの決定に基づいて社

会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援すると共

に、障害のある方の社会参加を制約する社会的障壁を除去するため、施策の基本的な方向

を定めることとしています。 

また、令和４年12月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（障害者総合支援法）」が改正され、障害のある方等の地域生活や就労の支援を強化する

ことなどにより、障害のある方等の希望する生活を実現できるように、障害のある方等の

地域生活の支援体制の充実、障害のある方の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇

用の質の向上の推進等に取り組むこととされ、令和６年４月に施行されます。 

館山市（以下「本市」という。）では、平成30年３月には、平成30年度から５年間の障害

者施策の指針となる「第５次館山市障害者計画」を策定し、「一人ひとりが尊重しあい、生

き方を選び、共に輝く文化福祉都市」を基本理念として、市民の誰もが障害の有無に関わ

らずその能力を最大限発揮しながら、安全で安心して生活できるよう、様々な施策を推進

してきました。また、障害福祉サービス等の確保と障害児支援の提供体制の確保に関する

実施計画である「館山市障害福祉計画（第６期）・障害児福祉計画（第２期）」を令和３年３

月に策定し、計画的な事業の推進を行ってきました。このたび、平成30年度から令和５年

度を計画期間とした「第５次館山市障害者計画」、令和３年度から令和５年度を計画期間と

した「館山市障害福祉計画（第６期）・障害児福祉計画（第２期）」が期間満了を迎えること

から、令和６年度を初年度とする「第６次館山市障害者基本計画、館山市障害福祉計画（第

７期）及び館山市障害児福祉計画（第３期）」を策定し、引き続き、誰もが安心して暮らす

ことができるまちづくりの実現に取り組んでいくこととします。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）根拠法令 

障害者基本計画は、「障害者基本法」第 11 条第３項で市町村に策定が義務付けられてい

る「市町村障害者計画」であり、障害者施策を総合的に展開するための基本的な方針を示

し、障害のある方が地域で生きがいを持って豊かに生活できるよう、施策全般に関わる理

念や基本的な目標を定める計画として位置づけています。 

障害福祉計画は、「障害者総合支援法」第 88条、障害児福祉計画は「児童福祉法」第 33

条の 20 第１項に基づく「市町村障害児計画」として、障害福祉サービスの必要量及び必要

量確保のための方策等を定める計画として位置づけています。 

 

（２）法令、他の計画との関係 

本市の上位計画である「館山市総合計画」など、その他関連計画と共に、国の法制度や指針、

千葉県の計画との整合性を図り、策定しています。 

障害者基本計画は、市の障害者福祉の大綱を示す計画として、市の障害者福祉施策の基本的

方向性を示しています。また、市の障害福祉サービス等の具体的な数値を定めた「障害福祉計

画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）」と総合的に推進を図ります。 

 

■法令、他の計画との関係 

 

  

国 

千
葉
県 

障害者総合支援法、児童福祉法 障害者基本法 

障害者基本計画 

千葉県障害者計画 

 

千葉県障害福祉計画 

高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画 

子ども・子育て支援 
事業計画 など 

館
山
市 

根
拠 

法
令 

第６次館山市障害者基本計画、 

館山市障害福祉計画（第７期）及び 

館山市障害児福祉計画（第３期） 

館山市総合計画 

館山市地域福祉計画 
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３ 計画の期間 

計画期間は、障害者施策の基本方向を総合的・体系的に定める「第６次障害者基本計画」

については令和６年度から令和 11年度までの計画期間を６年間とし、「障害者総合支援法」

と「児童福祉法」に基づきそれぞれ３年ごとに見直しが求められている「障害者福祉計画

（第７期）」「障害児福祉計画（第３期）」については、令和６年度から令和８年度までの３

年間とします。ただし、国の障害者福祉政策の見直し等があった場合や、社会情勢の変化

やニーズに対応するため、必要に応じ、計画を見直します。 

 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

    
 

 
 

  

         

 

 

４ 計画の対象 

本計画の対象は、平成 23（2011）年に改正された「障害者基本法」の定義にのっとり、

次のとおりとします。 

○ 身体障害者 

○ 知的障害者 

○ 精神障害（発達障害を含む）者 

○ その他の心身の機能に障害のある方で、障害及び社会的障壁により、継続的に日

常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にある方 

 

（参考）障害者基本法第２条「障害者の定義」 

１ 障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機

能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁によ

り継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。 

２ 社会的障壁とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな

るような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 
  

第６次館山市障害者基本計画 
第５次館山市 

障害者計画 

館山市障害福祉計画 

（第７期） 

館山市障害児福祉計画

（第３期） 

館山市障害福祉計画 

（第６期） 

障害児福祉計画 

（第２期） 

 

次期計画 
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５ 計画の策定体制 

本計画の策定に当たっては、市民等のニーズや課題を把握し、それらを計画に反映させ

ていくため、アンケート調査を実施すると共に、策定段階から関係者及び市民の意見聴取

を行うため、館山市障害福祉計画等策定委員会での協議・検討を行いました。 

 

（１）館山市障害福祉計画等策定委員会の開催 

本計画の策定に当たって、医療機関や障害のある方及び障害者団体、社会福祉施設、就

労関係、教育関係、関係機関の代表者で構成される館山市障害福祉計画等策定委員会を開

催し、委員から本計画に係るご意見・ご審議をいただきながら、検討・策定を進めました。 

 

（２）アンケート調査の実施 

令和５年 11月に実施した「障害福祉に関するアンケート調査」の結果をもとに、市の障

害福祉や今後の取組への意向に関する意識の把握を行い、計画策定の基礎資料としました。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

本計画について、市民から幅広い意見を募集するため、計画案に対するパブリックコメ

ントを令和６年２月９日から２月 22日にかけて実施しました。 
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第２章 障害のある方を取り巻く現状 

１ 人口・世帯 

（１）人口の状況 

年齢３区分別人口の推移をみると、総人口は減少が続いており、平成 29 年度の 47,642

人から令和４年度は 44,937 人と、2,705 人減少しています。年齢３区分別では、０～14歳

と 15～64 歳は減少が続いているのに対して、65 歳以上は令和３年度まで増加が続いてい

ましたが、令和４年度は減少しています。 

 

■年齢３区分別人口の推移 

 
資料：住民基本台帳（各年度４月１日現在）  

 

 

  

5,063 4,863 4,723 4,514 4,323 4,190 

24,700 24,115 23,611 23,216 22,942 22,691 

17,879 18,000 18,103 18,157 18,182 18,056

47,642 46,978 46,437 45,887 45,447 44,937

37.5 38.3 39.0 39.6 40.0 40.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（％）（人）

０～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率
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年齢３区分別人口構成比の推移をみると、０～14 歳、15～64 歳は徐々に低下しており、

65 歳以上は上昇が続いています。 

 

■年齢３区分別人口構成比の推移 

 
資料：住民基本台帳（各年度４月１日現在）  

 

（２）世帯の状況 

世帯数と１世帯当たり人員の推移をみると、世帯数は増加傾向となっており、平成 29年

度の 22,923 世帯から令和４年度は 23,211 世帯と、288 世帯増加しています。１世帯当た

り人員は、平成 29年度の 2.08人から令和４年度は 1.94人と、減少が続いています。 

 

■世帯数と１世帯当たり人員の推移 

 
資料：住民基本台帳（各年度４月１日現在）  

  

10.6 10.4 10.2 9.8 9.5 9.3

51.8 51.3 50.8 50.6 50.5 50.5

37.5 38.3 39.0 39.6 40.0 40.2

0

20

40

60

80

100

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（％）

０～14歳 15～64歳 65歳以上

22,923 22,878 22,925 23,024 23,154 23,211

2.08 2.05 2.03 1.99 1.96 1.94

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）（世帯）

世帯数 １世帯当たり人員
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２ 障害者手帳等の所持者数 

（１）障害者手帳等所持者数 

障害者手帳等所持者数の推移をみると、全体では年による増減があり、平成 29 年度の

2,778 人から令和４年度は 2,746 人となっています。総人口に対する割合は上昇傾向とな

っており、平成 29年度の 5.83％から令和４年度は 6.11％となっています。 

また、手帳の種類別では、身体障害者手帳は減少傾向となっており、療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳は増加傾向となっています。令和４年度は身体障害者手帳が 1,776 人と

最も多く、次いで精神障害者保健福祉手帳が 524人、療育手帳が 446 人となっています。 

■障害者手帳等所持者数の推移 

 

資料：館山市（各年度３月31日現在）   

  

2,000 1,913 1,882 1,883 1,840 1,776 

414 419 437 429 434 446

364 426 454 462 508 524

2,778 2,758 2,773 2,774 2,782 2,746

5.83 5.87 5.97 6.05 6.12 6.11

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（％）（人）

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 総人口に占める割合
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（２）身体障害者（児）の状況 

身体障害者手帳所持者数及び割合の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は減少傾向

となっており、令和４年度は 1,776 人となっています。総人口に占める割合も低下傾向と

なっており、令和４年度は 3.95％となっています。 

等級別では、令和４年度は１級が 562 人で最も多く、次いで４級が 507人となっており、

種類別では、令和４年度は肢体不自由が 819 人で最も多く、次いで内部障害が 688 人とな

っています。 

■身体障害者手帳所持者数及び割合の推移 

   

（単位：人） 

 平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

等
級
別 

１級 706 648 633 628 585 562 

２級 281 271 267 273 268 258 

３級 315 314 310 310 317 309 

４級 540 531 523 518 527 507 

５級 84 81 79 80 78 78 

６級 74 68 70 74 65 62 

種
類
別 

視覚障害 146 134 125 125 122 113 

聴覚・平衡機能障害 123 112 115 125 119 127 

音声・言語・そしゃ

く機能障害 
31 33 32 30 32 29 

肢体不自由 978 920 901 875 863 819 

内部障害 722 714 709 728 704 688 

合計 2,000 1,913 1,882 1,883 1,840 1,776 

資料：館山市（各年度３月31日現在）   

25 26 20 20 16 13
459 426 412 410 408 385

1,516 1,461 1,450 1,453 1,416 1,378 

2,000 1,913 1,882 1,883 1,840 1,776 
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0
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（％）（人）

18歳未満 18～64歳 65歳以上 割合
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（３）知的障害者（児）の状況 

療育手帳所持者数及び割合の推移をみると、療育手帳所持者数は増加傾向で推移してお

り、平成 29年度の 414人から令和４年度は 446人となっています。総人口に対する割合は

上昇傾向で、平成 29 年度の 0.87％から令和４年度は 0.99％となっています。また、年齢

層別では、いずれの年も 18～64歳が最も多く、令和４年度は 313 人となっています。 

程度別では、いずれの年も重度が最も多く、令和４年度は 168 人となっており、次いで

軽度が 160人となっています。 

 

■療育手帳所持者数及び割合の推移 

   

（単位：人） 

 平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

程
度
別 

重度 163 161 165 159 161 168 

中度 122 127 132 121 119 118 

軽度 129 131 140 149 154 160 

合計 414 419 437 429 434 446 

資料：館山市（各年度３月31日現在） 
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（％）（人）

18歳未満 18～64歳 65歳以上 割合
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（４）精神障害者（児）の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者数及び総人口に対する割合の推移をみると、精神障害者

保健福祉手帳所持者数は増加が続いており、平成 29 年度の 364 人から令和４年度は 524人

となっています。総人口に対する割合も上昇が続いており、平成 29 年度の 0.76％から令

和４年度は 1.17％となっています。また、年齢層別では、いずれの年も 18～64 歳が最も多

く、令和４年度は 405人となっています。 

等級別では、いずれの年も２級が最も多く、令和４年度は 371 人となっており、次いで

３級が 113人となっています。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数及び割合の推移 

 

 

（単位：人） 

 平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

等
級
別 

１級 38 41 42 43 41 40 

２級 248 305 327 331 366 371 

３級 78 80 85 88 101 113 

合計 364 426 454 462 508 524 

資料：館山市（各年度３月31日現在） 

 

  

1 3 4 4 5 3

264 
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18歳未満 18～64歳 65歳以上 割合
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（５）自立支援医療受給者数の状況 

自立支援医療受給者数の推移をみると、増加傾向となっており、平成 29年度の 811人か

ら令和４年度は 979人となっています。 

■自立支援医療受給者数の推移 

 
資料：館山市（各年度３月31日現在） 

【参考】 

自立支援医療（精神通院医療）は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減す

るための公費負担医療制度です。精神障害（てんかんを含みます）により、通院による治療を続ける必要がある程

度の状態の方が対象となります。 

 

（６）難病医療費等助成受給者の状況 

難病医療費等助成受給者の推移をみると、増加傾向となっており、平成 29年度の 351人

から令和４年度は 425人となっています。 

■難病医療費等助成受給者数の推移 

  
資料：安房健康福祉センター事業年報（各年度３月31日現在）  
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３ 障害児の状況 

（１）障害児数 

障害児数の推移をみると、全体では年による増減があり、平成 29年度の 109 人から令和

４年度は 111人となっています。 

また、身体障害児は減少傾向となっており、令和４年度は 13人、知的障害児は令和２年

度以降ほぼ横ばいで、令和４年度は 98人となっています。 

■障害児数の推移 

  
資料：館山市（各年度３月31日現在）   
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（２）特別支援学級 

特別支援学級在籍の児童・生徒数の推移をみると、全体では増加傾向となっており、平

成 29 年度の 208人から令和４年度は 275人となっています。 

また、小学校の児童数は、増加傾向となっており、令和４年度は 219 人、中学校の生徒

数も増加傾向で、令和４年度は 56人となっています。 

■特別支援学級在籍の児童・生徒数の推移 

   
資料：館山市（各年度３月31日現在）   

 

（３）特別支援学校 

特別支援学校在籍者数の推移をみると、全体では令和２年度まで増加が続いていました

が、令和３年度、令和４年度は減少が続き、平成 29 年度の 59人から令和４年度は 60人と

なっています。 

また、小学生は、ほぼ横ばいで、令和４年度は 20 人、中学生もほぼ横ばいで、令和４年

度は 17 人、高校生は令和元年度まで増加し、令和２年度以降は減少が続いており、令和４

年度は 23人となっています。 

■特別支援学校在籍者数の推移 

 
資料：館山市（各年度３月31日現在）   
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４ 障害支援区分認定者の状況 

（１）障害支援区分認定者数 

障害支援区分認定者数の推移をみると、全体では令和２年度に大きく増加していますが、

それ以降は横ばいとなっており、平成 29年度の 119 人から令和４年度は 270人となってい

ます。 

また、区分別では、令和４年度は区分６が 75 人と最も多く、次いで区分３が 68 人、区

分５が 54人となっています。 

■障害支援区分認定者数の推移 

   
資料：館山市（各年度３月31日現在）   

【参考】 

障害支援区分とは、障害者総合支援法において障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要と

される標準的な支援の度合を総合的に示したものです。区分は６段階に分かれており、区分１が支援の度合いが

低く、区分６が最も高くなっています。 

 

  

2 0 3 1 2 028 22 27 35 25 23

22 32
45

69
68 6823 28

19

46
47 50

21
25

23

55 61 54

23
32 27

67 67 75

119
139 144

273 270 270

0

50

100

150

200

250

300

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６



15 

５ アンケート調査結果の概要 

（１）調査の概要 

①調査の目的 

本調査は、令和６年度を初年度とする「第６次館山市障害者基本計画、館山市障害福

祉計画（第７期）及び館山市障害児福祉計画（第３期）」の策定に当たり、市民の福祉サ

ービスの利用実態や福祉に関する意識、意向などを把握し、計画策定や施策推進に役立

てるため実施しました。 

 

②調査の対象と実施方法 

●調査対象者：本市内在住の障害者手帳所持者及び、障害者手帳を所持しない障害福

祉サービス利用児、自立支援医療（精神通院）受給者 

●調 査 時 期：令和５年 11月８日～11月 21日 

●調 査 方 法：郵送配布・回収 

 

配布数 有効回答数 有効回答率 

1,415 件 610 件 43.1％ 

 

③調査結果の見方 

●調査結果の図表は、原則として回答者の構成比（百分率）で表現しています。 

●図表中の「ｎ」は、「Number of case」の略で、その設問に回答すべき対象者数を示

しています。一部の人に回答を求めている設問などがあるため、ｎの値は設問によ

って異なります。 

●百分率による集計では、回答者数（該当質問においては該当者数）を 100％として算

出しています。本文及び図中の数字に関しては、全て小数第２位を四捨五入し、小

数第１位までを表記します。このため、全ての割合の合計が 100％にならないことが

あります。また、複数回答の設問では、全ての割合の合計が 100％を超えることがあ

ります。 

●図表中の「0.0」は四捨五入の結果又は回答者が皆無であることを表します。また、

一部図表においては「0.0」の表記を省略しているものがあります。 
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（２）調査結果の概要 

①主に援助、手助け、介護、看護をしてくれる人 

主に援助、手助け、介護、看護をしてくれる人については、「親」が 28.2％と最も高く、

次いで「援助・手助け等は受けていない」が 23.6％、「ホームヘルパー、施設・グループ

ホーム・病院などの職員」が 19.5％となっています。 

■主に援助、手助け、介護、看護をしてくれる人【単数回答】 

 

 

②主に援助、手助け、介護、看護をしてくれる人の年代 

主に援助、手助け、介護、看護をしてくれる人の年代は、「70 歳代」が 21.5％と最も

高く、次いで「60 歳代」が 21.2％、「50歳代」が 18.1％となっています。 

■主に援助、手助け、介護、看護をしてくれる人の年代【単数回答】 

 

 

  

配偶者

11.8%

親

28.2%
祖父母

0.7%

子・孫

2.0%

兄弟・姉妹

3.8%
その他の親族・友人等

1.6%

ホームヘルパー、施設・グルー

プホーム・病院などの職員

19.5%

援助、手助け等は

受けていない

23.6%

無回答

8.9%

ｎ=610

18歳未満

3.8%
18歳～29歳

0.7%

30歳代

7.2%

40歳代

16.7%

50歳代

18.1%60歳代

21.2%

70歳代

21.5%

80歳以上

8.2%

無回答

2.7%

ｎ=293
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③現在生活している場所 

現在生活している場所については、「持ち家」が 60.7％と最も高く、次いで「民間賃貸

住宅」が 14.6％、「グループホームなど」が 11.6％となっています。 

■現在生活している場所【単数回答】 

 
 

④一緒に暮らしている人 

一緒に暮らしている人については、「親」が 51.6％と最も高く、次いで「配偶者」が

27.5％、「一人暮らし」が 16.1％となっています。 

■一緒に暮らしている人【複数回答】 

 

 

  

持ち家

60.7%

民間賃貸住宅

14.6%

公営住宅

0.7%

社宅・官舎など

0.3%

グループホームなど

11.6%

学校の寄宿舎

0.0%

障害者（児）支援施設

6.6%

高齢者福祉施設

0.3%

病院・診療所

0.8%
その他

1.1% 無回答

3.3%

ｎ=610

27.5

51.6

8.4

13.1

15.9

16.1

2.4

1.1

0% 20% 40% 60%

配偶者

親

祖父母

子・孫

兄弟・姉妹

一人暮らし

その他

無回答

ｎ=465
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⑤近い将来どのように暮らしたいか 

近い将来どのように暮らしたいかについては、「自宅で家族といっしょに暮らしたい」

が 56.9％と最も高く、次いで「自宅で一人で暮らしたい」が 16.6％となっています。 

■近い将来どのように暮らしたいか【単数回答】 

 

 

⑥外出する目的 

外出する目的については、「買い物に行く」が 77.8％と最も高く、次いで「医療機関へ

の受診」が 63.9％、「通勤・通学・通所」が 53.9％となっています。 

■外出する目的【複数回答】 

 

  

自宅で一人で

暮らしたい

16.6%

自宅で家族といっ

しょに暮らしたい

56.9%

福祉施設で暮らしたい

8.7%

グループホームで仲間

と共同生活がしたい

8.9%

その他

3.9%

無回答

5.1%

ｎ=610

53.9

14.4

63.9

77.8

22.4

13.7

7.2

30.5

4.2

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤・通学・通所

訓練やリハビリに行く

医療機関への受診

買い物に行く

友人・知人に会う

趣味やスポーツをする

グループ活動に参加する

散歩に行く

その他

無回答

ｎ=571
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⑦外出するときに困ること 

外出するときに困ることについては、「公共交通機関の便数が少ない、接続が悪い」が

28.2％と最も高く、次いで「特に困ることはない」が 27.1％、「困ったときにどうすれば

よいのか心配」が 22.9％、「外出にお金がかかる」が 18.9％となっています。 

■外出するときに困ること【複数回答】 

 

 

  

公共交通機関の便数が少ない、
接続が悪い

バスや電車の乗り降りが困難

道路や建物に段差が多い、
通路がせまい

外出先の建物のトイレや
エレベーターなどの設備が不便

手すり、スロープなどが少ない

障害者用の駐車スペースが少ない

障害に配慮した分かりやすい
案内表示が少ない

通路上に自転車や看板などの
障害物があって通りにくい

介助者・支援者が確保できない

外出先でコミュニケーションが
とりにくい

必要なときに、まわりの人の
手助けや配慮が足りない

まわりの人の目が気になる

外出にお金がかかる

発作など突然の身体の変化が心配

困ったときに
どうすればよいのか心配

その他

特に困ることはない

無回答

28.2

8.1

12.4

8.1

7.7

8.1

6.5

5.6

3.5

18.2

6.7

18.6

18.9

13.5

22.9

5.4

27.1

3.5

0% 10% 20% 30% 40%

ｎ=571
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⑧日中の過ごし方 

日中の過ごし方については、「家で過ごしている」が 29.0％と最も高く、次いで「パー

ト・アルバイトなどとして、会社に勤めている」が 14.8％、「障害福祉サービス事業所で

働いている」が 13.8％となっています。 

■日中の過ごし方【複数回答】 

 

 

  

正社員として、会社に勤めている

パート・アルバイトなどとして、
会社に勤めている

自営業を営んでいる

在宅勤務・内職や家業の
手伝いをしている

障害福祉サービス事業所で
働いている

障害福祉サービス事業所に
通っている

学校に通っている

高齢者施設の通所サービスや
病院のデイケアなどに通っている

家事・育児・介護をしている

家で過ごしている

その他

無回答

10.0

14.8

2.3

1.3

13.8

8.9

11.3

4.8

3.6

29.0

7.0

4.1

0% 10% 20% 30% 40%

ｎ=610
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⑨障害のある方の就労支援として必要なこと 

障害のある方の就労支援として必要なことについては、「障害の状態や程度にあった雇

用を増やすこと」が 39.5％と最も高く、次いで「障害者雇用について企業等が理解を深

めること」が 36.2％、「職場の上司や同僚などの障害に対する理解」が 35.7％、「短時間

勤務や勤務日数などの勤務条件の配慮」が 26.1％となっています。 

■障害のある方の就労支援として必要なこと【複数回答】 

 

 

  

企業ニーズや障害特性にあった
就労訓練の充実

障害者雇用について
企業等が理解を深めること
障害の状態や程度にあった

雇用を増やすこと
職場の上司や同僚などの

障害に対する理解
バリアフリーなどの

勤務場所における設備の配慮
短時間勤務や勤務日数などの

勤務条件の配慮
就労後のフォローなど職場と
生活面での支援機関との連携

分からない

その他

無回答

17.2

36.2

39.5

35.7

8.0

26.1

18.0

18.0

3.1

6.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ｎ=610
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⑩困りごとの相談相手 

困りごとの相談相手については、「家族や親族」が 66.7％と最も高く、次いで「病院や

診療所」が 27.9％、「友人・知人」が 25.2％、「障害福祉サービス事業者、施設の職員」

が 23.4％となっています。 

 

■困りごとの相談相手【単数回答】 

 
 

  

家族・親族

友人・知人

市役所

保健所等

相談支援事業所

ケアマネジャー

障害福祉サービス事業者、
施設の職員

社会福祉協議会

教育機関

病院や診療所

障害当事者団体、患者団体、家族会

民生委員・児童委員、地域の役員

職場の上司や同僚

相談したいが、
どこにも相談できない

相談先が分からない

その他

無回答

66.7

25.2

12.3

1.5

8.4

11.1

23.4

3.3

5.2

27.9

1.0

0.5

6.2

1.8

2.5

4.9

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ｎ=610
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⑪福祉や生活に関する相談支援体制への希望 

福祉や生活に関する相談支援体制への希望については、「どこに相談したらよいか分か

りやすくしてほしい」が 47.9％と最も高く、次いで「身近な地域で相談できるようにし

てほしい」が 22.0％、「相談員の質を向上させてほしい」が 21.1％、「休日・夜間相談が

できるようにしてほしい」が 17.4％、「相談窓口を一本化してほしい」が 17.0％となっ

ています。 

■福祉や生活に関する相談支援体制への希望【複数回答】 

 

 

  

どこに相談したらよいか
分かりやすくしてほしい

身近な地域で
相談できるようにしてほしい

休日・夜間相談が
できるようにしてほしい

相談窓口を一本化してほしい

自宅などへの訪問相談を
行ってほしい

相談員の質を向上させてほしい

その他

無回答

47.9

22.0

17.4

17.0

10.3

21.1

7.9

16.2

0% 20% 40% 60%

ｎ=610
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⑫生活する上で必要な情報の入手先 

生活する上で必要な情報の入手先については、「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」が 47.7％

と最も高く、次いで「インターネット」が 33.6％、「家族・親せき」が 31.0％となって

います。 

■生活する上で必要な情報の入手先【複数回答】 

 

 

  

6.1

47.7

19.8

31.0

20.0

7.7

9.2

24.1

13.4

15.7

3.1

2.3

3.8

0.5

3.1

5.1

33.6

2.6

5.1

4.6

0% 20% 40% 60%

障害者(児)の関係団体や家族会等

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

市の広報紙

家族・親せき

友人・知人

保育園・幼稚園・学校

職場の上司や同僚

病院

市役所・保健所等

施設の指導員など

社会福祉協議会

地域活動支援センター

地域包括支援センター

民生委員・児童委員

身体障害者・知的障害者相談員

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

インターネット

その他

特にない

無回答

ｎ=610
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⑬18歳未満のお子さんのサービスの利用 

＜現在の利用状況＞ 

サービスの現在の利用状況については、利用しているかに「はい」と答えた人のうち

「障害児相談支援」が 67.7％と最も高く、次いで「放課後等デイサービス（７歳から 18

歳）」が 53.8％となっています。 

■18歳未満のお子さんのサービスの利用＜現在の利用状況＞【単数回答】 

 
  

1.5

0.0

1.5

0.0

1.5

23.1

27.7

53.8

67.7

1.5

7.7

4.6

0.0

1.5

7.7

6.2

0.0

92.3

93.8

92.3

93.8

92.3

61.5

63.1

41.5

23.1

87.7

81.5

87.7

92.3

90.8

84.6

86.2

92.3

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

15.4

9.2

4.6

9.2

10.8

10.8

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居宅介護（ホームヘルプ）

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

児童発達支援（０歳から６歳）

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス（７歳から18歳）

障害児相談支援

居宅訪問型児童発達支援（０歳から６歳）

保育所等訪問支援

福祉型児童入所支援

医療型児童入所支援

移動支援（ガイドヘルプ）

日常生活用具給付

日中一時支援

訪問入浴

ｎ=264

はい いいえ 無回答
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＜今後の利用意向＞ 

今後のサービスの利用意向については、「利用したいですか」に「はい」と答えた人の

うち、「放課後等デイサービス（７歳から 18歳）」が 81.5％と最も高く、次いで「障害児

相談支援」が 70.8％となっています。 

■18歳未満のお子さんのサービスの利用＜今後の利用意向＞【単数回答】 

 
 

  

15.4

9.2

27.7

9.2

27.7

26.2

44.6

81.5

70.8

4.6

13.8

16.9

15.4

36.9

24.6

40.0

6.2

75.4

83.1

64.6

83.1

63.1

56.9

46.2

12.3

16.9

78.5

70.8

72.3

72.3

52.3

64.6

49.2

83.1

9.2

7.7

7.7

7.7

9.2

16.9

9.2

6.2

12.3

16.9

15.4

10.8

12.3

10.8

10.8

10.8

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居宅介護（ホームヘルプ）

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

児童発達支援（０歳から６歳）

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス（７歳から18歳）

障害児相談支援

居宅訪問型児童発達支援（０歳から６歳）

保育所等訪問支援

福祉型児童入所支援

医療型児童入所支援

移動支援（ガイドヘルプ）

日常生活用具給付

日中一時支援

訪問入浴

ｎ=264

はい いいえ 無回答
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⑭サービスを利用していない理由 

サービスを利用していない理由については、「問題なく生活をすることができる」が

74.0％と最も高く、次いで「サービスの内容がよく分からない」が 12.4％、「どの事業所

を選んだらよいか分からない」が 8.3％となっています。 

■サービスを利用していない理由【複数回答】 

 

 

  

問題なく生活をすることができる

市役所での利用手続きが難しい

近所にサービス事業所がない

近所にサービス事業所はあるが、自分が
希望する内容のサービスを提供していない

サービス事業所に利用を断られた

利用料の負担が大きい

サービスの内容がよく分からない

どの事業所を選んだらよいか分からない

その他

無回答

74.0

3.7

2.9

1.2

0.0

3.7

12.4

8.3

5.4

9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ｎ=242
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⑮お子さんを育てる上で困難であると感じること 

お子さんを育てる上で困難であると感じることについては、「子どもの特性を理解し、

伸ばしてくれる教育や指導の場が近くにない」が 44.6％と最も高く、次いで「緊急時に

子どもを預かってくれるサービス事業所が近くにない」「経済的な負担が大きい」「公的

な保障が十分でない」が 32.3％となっています。 

■お子さんを育てる上で困難であると感じること【複数回答】 

 
 

  

家族や親族の
障害に対する理解や協力がない

近所の人の障害に対する理解や協力がない

日常的に子どもを預かってくれる
サービス事業所が近くにない

緊急時に子どもを預かってくれる
サービス事業所が近くにない

子どもの特性を理解し、伸ばしてくれる
教育や指導の場が近くにない

経済的な負担が大きい

公的な保障が十分でない

その他

無回答

13.8

18.5

16.9

32.3

44.6

32.3

32.3

15.4

20.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ｎ=65
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⑯今後充実してほしい保健・医療・福祉サービス 

今後充実してほしい保健・医療・福祉サービスについては、「日常的スキルやストレス

対応、社会的なスキルなどを身につけるサポートをしてくれるところ」が 52.3％と最も

高く、次いで「学習をサポートしてくれるところ」が 36.9％、「放課後や夏休みなどの長

期休暇中に支援してくれるところ」が 33.8％となっています。 

■今後充実してほしい保健・医療・福祉サービス【複数回答】 

 

 

  

居宅介護や重度障害者等包括支援、
緊急時の一時預かりなどの
障害福祉サービスの充実

身近なところで受診できる医療機関、
医師や看護師、専門職による訪問指導・

ケアの充実などの医療体制の充実

放課後や夏休みなどの
長期休暇中に支援してくれるところ

学習をサポートしてくれるところ

日常的スキルやストレス対応、
社会的なスキルなどを

身につけるサポートをしてくれるところ

子どものサービス利用や選択のための
判断をサポートしてくれる仕組み

子どもの病状や心身の状態について
安心して相談できる体制

その他

無回答

24.6

26.2

33.8

36.9

52.3

26.2

29.2

0.0

6.2

0% 20% 40% 60%

ｎ=65
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⑰保育・教育環境について今後希望すること 

保育・教育環境について今後希望することについては、「障害の内容・程度にあった保

育・教育の充実」が 46.2％と最も高く、次いで「保育園、小学校、中学校、高等学校な

どにおける支援の引継ぎや連携」が 35.4％、「保育や教育職員の障害に対する理解」が

32.3％となっています。 

■保育・教育環境について今後希望すること【複数回答】 

 

 

  

日常的な相談支援体制の充実

入学前・卒業後の進路相談

希望した学校・進路への進学の確保

障害の内容・程度にあった
保育・教育の充実

施設の設備のバリアフリー化

保育や教育職員の障害に対する理解

他の保護者、児童・生徒の
障害に対する理解

障害のない子どもとの交流

保育園、学校での十分な介助体制

保育園、小学校、中学校、高等学校などに
おける支援の引継ぎや連携

放課後における学童保育の実施

その他

無回答

20.0

29.2

15.4

46.2

4.6

32.3

18.5

16.9

6.2

35.4

9.2

3.1

10.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ｎ=65
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（３）調査結果からみえる課題 

①情報提供・相談支援体制について 

困りごとの相談相手については、家族・親族に次いで、病院や診療所、友人・知人、障

害福祉サービス事業者、施設の職員が多くなっています。また、生活する上で必要な情

報の入手先は、半数近くがテレビ・ラジオ・新聞・雑誌で、市役所・保健所等は１割強に

とどまっています。 

福祉や生活に関する相談支援体制への希望としては、「どこに相談したらよいか分か

りやすくしてほしい」が５割弱となっています。そのほか、身近な地域で相談できるこ

とや、相談員の質の向上、休日・夜間にも相談できることなど、相談支援体制の内容の

充実と質の改善が求められています。 

このため、障害のある方、個々の状況やニーズに応じて適切な支援が行えるよう、相

談の場の整備・充実を図ると共に、支援につなげていけるように関係機関等との連携体

制を強化していくことが求められます。また、障害のある方やその家族などが、住み慣

れた地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスや生活に関する情報を、必要な

ときに手軽に入手することができる情報提供を行っていく必要があります。 

 

②外出しやすい環境づくりについて  

現在、持ち家や民間賃貸住宅で暮らしている人が多く、グループホームや福祉施設等

で暮らしている人は２割程度となっています。外出目的は、買い物や医療機関への受診、

通勤・通学・通所など様々ですが、外出時に困ることとして、公共交通機関の便数の少

なさや接続の悪さ、困ったときにどうすればよいのか心配と回答している方が多くなっ

ています。 

このため、ユニバーサルデザインのまちづくりを進めると共に、地域や関係団体等と

も連携しながら、移動・交通対策を充実させていくことで、障害のある方を含め、誰も

が社会参加しやすく、地域の中で生き生きと生活できる環境づくりを進めていくことが

求められます。また、市民の障害への理解を促進し、いつでもどこでも支援できる、誰

にとってもやさしく安全なまちづくりを進めていく必要があります。 

 

③地域で暮らし続けられるサービス・支援の提供体制の整備・充実 

現在一緒に暮らしている人については、配偶者と親を合計すると８割近くとなってい

て、近い将来の暮らし方についても、自宅などで一人暮らし、あるいは家族と一緒に暮

らしたい人が７割を超えています。また、主に配偶者や親から援助、手助け等を受けて

いる人が約４割おり、主に援助、手助け等をしてくれている人の年代は、60 歳代以上が

５割を超えています。 

今後、障害のある方の加齢に伴い、日常生活における援助、手助け等の必要性は高ま

ることがうかがえますが、主に援助、手助け等に携わっている家族等の年齢も高くなり、

こうした人たちの負担が大きくなることが予想されることから、住み慣れた地域で安心

した生活を送れるように、必要としているサービスを適切に把握し、提供できるよう、

サービス・支援の提供体制の整備・充実を図っていく必要があります。 
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④就労の支援・促進について  

日中、仕事等をしている人は約４割いますが、障害のある方の就労支援として必要だ

と思うことは、「障害の状態や程度にあった雇用を増やすこと」「障害者雇用について企

業等が理解を深めること」「職場の上司や同僚などの障害に対する理解」といった回答の

割合が高くなっています。 

障害のある方が就労することは、経済的自立や生きがいづくり、一人ひとりが持つ能

力を発揮し、地域に貢献することにつながります。このため、障害や障害のある方への

職場の理解を深めていく中で、就労環境の改善を促進し、それぞれの障害特性に応じた

働き方への配慮がされた働きやすい環境づくりに取り組んでいく必要があります。 

また、このような取組をする研修会や勉強会を開催する際には、ハローワークや労働

局と協働し「特定求職者雇用開発助成金」の紹介をすることも必要です。 

なお、障害者雇用の促進には、事業者の理解、就労環境の改善だけではなく、障害の

ある方自身の対応力向上が必要不可欠です。例えば、就労定着支援、就労移行支援だけ

でなく、ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）などピアサポーターとのグループワ

ークも一つの手段であり、そのような機会の創設も必要となっています。 

 

⑤障害のある子どもの保育・教育環境の充実と周知 

18 歳未満の障害のある子どもの保護者によると、今後利用したいサービスとして、「放

課後等デイサービス（７歳から 18歳）」が約８割、「障害児相談支援」が約７割となって

います。各種サービスを利用していない理由としては、約７割が「問題なく生活をする

ことができる」ためですが、「サービスの内容がよく分からない」「どの事業所を選んだ

らよいか分からない」といった回答も合わせて２割ほどとなっています。 

また、お子さんを育てる上で困難であると感じることとして、「子どもの特性を理解し、

伸ばしてくれる教育や指導の場が近くにない」が約４割、今後、充実してほしい保健・

医療・福祉サービスとしては「日常的スキルやストレス対応、社会的なスキルなどを身

につけるサポートをしてくれるところ」が約５割、保育・教育環境について今後希望す

ることとして「障害の内容・程度にあった保育・教育の充実」が約５割、とそれぞれ最も

高くなっています。 

障害のある子どもたちがいつか就労し、経済的な自立や生きがいをみつけ、能力を発

揮し地域や社会に貢献するためには、障害の内容・程度にあった保育・教育を受け、一

人ひとりの持つ個性や特性を伸ばし、生かすための方法を学ぶ必要があります。そして、

そのための保育・教育環境の充実が求められています。また、各種サービスの内容や事

業者についての情報を必要なときに入手することができる情報提供を行っていく必要も

あります。 
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第３章 計画の基本的方向 

１ 基本理念 

わが国では、少子高齢化等が急速に進む中、誰もが福祉の受け手となり、担い手となる、

自助・互助・共助・公助の仕組みの確立が急務となっています。 

また、本市では、昭和 49 年に福祉都市を宣言し、「ひとりひとりを大切にする人間尊重

の理念のもと、あらたな自覚と認識にたち、明るく豊かな文化福祉都市」の実現を目指し

てまちづくりを進めてきました。 

本計画では、こうした国の現状やこれまでの市の取組を踏まえ、本市が市民と共に障害

者施策を推進していくための基本理念（前提とする考え方）を引き継ぎ、「一人ひとりが尊

重しあい、生き方を選び、共に輝く文化福祉都市」とします。 

 

 

この基本理念に基づき、誰もが安心して、自分らしく生き生きと暮らせる館山を目指し

ます。 

【基本理念】 

一人ひとりが尊重しあい、 

生き方を選び、 

共に輝く文化福祉都市 

 

○ 「一人ひとりが尊重しあい」とは、障害のある方もない方も、すべての人がお互いに

人権を尊重するまちづくりのことです。 
 

○ 「生き方を選び」とは、すべての障害者が、自分の望む生き方を、主体的に選び、決

めることができるまちづくりのことです。 
 

○ 「共に輝く文化福祉都市」とは、すべての障害者が、自分の個性を発揮して地域で活

躍し、地域での支えあいのもと、きめ細かな支援サービスを受けながら文化的な生活を

送れるまちづくりのことです。 
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２ 基本方針 

本計画では、分野ごとの基本方針を以下のとおり掲げます。 

 

１ 市民への啓発・広報の充実 

「障害者権利条約」の批准をはじめ、「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」が成

立・施行されるなど、障害の有無に関わらず地域で共に生きる「ノーマライゼーション」

の理念については、本市においても徐々に浸透してきていますが、まだまだ障害のある方

への差別や偏見は根強く残っています。 

家庭や地域、学校、会社などあらゆるところで、子どもから大人に至るまで、全ての市

民が互いに尊重し合い、障害への正しい理解を深めるため、今後とも、様々な媒体を活用

し、多様な機会を通じて、啓発活動を推進していきます。 

また、高齢者分野で取り上げられている地域包括ケアシステムについて、高齢者だけで

捉えるのではなく、障害のある方なども含めた市民全体について、地域にある既存の組織

を生かしながら、「地域の力」で住みやすいまちづくりを目指します。 

 

２ 健やかに暮らせる保健・医療の充実 

障害などの予防と早期発見、早期療育、治療、医学的リハビリテーションは、健やかな

暮らしを支えます。 

障害の原因の一つとなる疾病等の予防、早期発見・早期療育・治療を図ると共に、障害

のある方の心身の健康の維持・増進・回復を図るため、関係機関と密に連携しながら、ラ

イフステージや心身の状況に応じた保健・医療・医学的リハビリテーションの的確な提供

に努めていきます。 

 

３ 地域で育む教育の推進 

障害のある子どもが地域で共に学び、育つことは、その子どもの将来の生活を豊かにす

るためにとても重要です。 

そのため、乳幼児健診など早期からの発達の遅れや障害の発見、関係機関による切れ目

のない支援体制の確立が求められます。さらに、地域の学校・幼稚園・こども園・保育園が

特別支援学校と連携しながら、障害の状況や特性等に応じて、一人ひとりの個性や可能性

を伸ばす教育の推進を図ります。 

また、社会の一員として主体的に生活を営む力を育成するため、子どもの基本的生活習

慣の確立に努めると共に、適切な進路相談・指導の実施に努めます。 
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４ はつらつと働き、活動する場の確保 

障害のある方が地域で生き生きと働くことは、経済的自立のためだけでなく、主体的に

生きがいある生活を送るために重要です。行政においても、自らが障害のある方の雇用に

努めると共に、民間事業所における各種適応支援制度の活用を図り、雇用を積極的に促進

し、障害のある方の就業の拡大を図ります。また、一般企業などへの就職が困難な方への

福祉的就労の場の確保・充実を図ると共に、労働部門と福祉部門が連携しながら、障害の

ある方が就業や通所を安定的に続けていくための就労支援に努めます。 

また、「障害者優先調達法」の施行に伴い、障害者就労施設等が供給する物品等に対する

需要の増進に積極的に取り組みます。 

 

５ 安心して暮らせる生活支援サービスの充実 

障害のある方ができる限り住み慣れた地域で生活できるようにするためには、障害のあ

る方の日々の生活を支援すると共に、介護者の負担軽減を図ることが重要です。 

「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付・地域生活支援事業や、その他の各種生活

支援サービスの充実を図り、障害のある方の心身の状況やニーズに応じた多様な支援サー

ビスを実施し、障害のある方一人ひとりの生活の質（ＱＯＬ）の向上を図っていきます。

また、関係機関が相互に連携しながら、相談体制の充実に努めます。 

また、成年後見制度の浸透や第三者評価の実施促進などを通して、障害のある方の権利

擁護や虐待防止についても積極的に取り組みます。 

 

６ 安全で人にやさしい生活環境の充実 

障害のある方が、地域で安全に安心して暮らしていくためには、防犯や交通安全、防災

などの面での障害のある方への配慮や、バリアフリー・ユニバーサルデザインの生活空間

づくりが欠かせません。 

地域ぐるみで障害のある方の安全を見守る支えあいのネットワークづくりを図ると共に、

利用しやすい住宅や公共公益施設、道路、交通機関などの環境整備など、行政サービスに

おいて配慮を行います。 

 

７ 学習・スポーツ、まちづくり活動への参加の促進 

多様な場に社会参加し、活躍できる仕組みづくりは、地域で暮らす障害のある方の大き

な願いです。 

外出やコミュニケーションへの支援などを通じて、生涯学習・スポーツ活動、まちづく

り活動など、幅広い活動に参加するための条件整備を進め、障害のある方一人ひとりの個

性や能力をまちづくりに最大限に生かします。  
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）啓発活動の推進 

（２）広報媒体・手段の充実 

（３）交流機会の拡大 

（４）福祉教育の推進 

（５）地域福祉の推進 

１ 市民への啓発・広報の充実 

（１）相談体制の充実 

（２）権利擁護・虐待防止の推進 

（３）サービス提供事業所への支援 

（４）在宅生活への支援の充実 

（５）日中活動への支援の充実 

（６）居住の場への支援の充実 

５ 安心して暮らせる生活支援サービスの充実 

（１）地域医療・医学的リハビリテーションの充実促進 

（２）心と身体の健康づくりの推進 

（３）乳幼児期の適切な保健・療育の確保 

２ 健やかに暮らせる保健・医療の充実 

（１）特別支援学校の充実促進 

（２）特別支援教育の推進 

（３）就学前保育・教育の充実 

（４）福祉教育の推進 

３ 地域で育む教育の推進 

（１）一般就労の促進 

（２）行政自身の障害者雇用対策の強化 

（３）福祉的就労の促進 

４ はつらつと働き、活動する場の確保 

（１）生涯学習機会の拡大 

（２）スポーツ・レクリエーションへの参加の促進 

（３）障害者団体の活性化 

（４）まちづくり活動への参画の促進 

７ 学習・スポーツ、まちづくり活動への参加の促進 

一人ひとりが尊重しあい、生き方を選び、共に輝く文化福祉都市 

市民へ 

の施策 

障害者・ 

家族への 

施策 

（１）障がいのある方にやさしいバリアフリー空間の充実 

（２）暮らしやすい住宅づくりの促進 

（３）外出手段の確保 

（４）円滑なコミュニケーションの支援 

（５）行政サービス等における配慮の促進 

（６）生活安全・安心対策の推進 

６ 安全で人にやさしい生活環境の充実 
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４ 重点施策 

「基本的な考え方」で掲げた７つの基本方針に基づいて、第６次館山市障害者基本計画、

館山市障害福祉計画（第７期）及び館山市障害児福祉計画（第３期）を推進することによ

り、障害のある方もない方も、安心して生活できるまちづくりを目指します。 

本計画では特に６つの重点施策を設定し、積極的に取り組みます。 

 

（１）障害のある方が安心して暮らせる情報共有の環境づくり 

障害のある方向けの各種サービスは、障害のある方を社会全体で支えていく仕組みとし

て着実に定着しつつあります。 

現在、「障害者総合支援法」に基づき、障害のある全ての方に対して、共通の制度の下で

一元的にサービスを提供しています。障害のある方が、地域の中で自分の生活時間に合わ

せて、自分に最もふさわしいサービスを受けられるよう、様々なサービスが実施されてい

ます。 

しかしながら、こうした制度やサービスの情報が、障害のある方とその家族に十分伝わ

っていないのが現状です。 

こうした施策による効果をあげるためには、障害福祉に関わる専門家や各種サービスを

利用する障害のある方とその家族に対して、制度の変化や施策の内容を分かりやすく伝え

る方法を工夫する等、さらなる情報提供の体制の充実を図ります。 
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（２）相談支援体制の強化 

障害のある方が、様々なサービスの中から、必要なサービスを自ら選択し、利用できる

システムを構築することが求められています。相談機能の充実は、その中でも重要な役割

を占めます。 

今後は、全ての障害のある方の相談に、その障害の種類や程度に応じたきめの細かい対

応ができるように相談体制を充実させると共に、障害のある方が自分に最もふさわしいサ

ービスを受けられるよう、相談・支援体制の確立を図ることが重要です。 

また、障害児の生活課題から、障害のある方への虐待の問題、高次脳機能障害や発達障

害まで、障害のある方の課題は多様化しています。 

こうした状況に対応できるよう、相談員の学習や研修への参加を促進し、相談・支援能

力の向上を図ります。 

また、障害のある方が、身近な地域の中で的確な相談を受けられるよう、総合的な相談

支援センターを中心として、各地域に相談のできる窓口を設置して、地域における相談・

支援体制を構築することも重要です。 

特に、相談業務に関わる全ての人が、「障害者総合支援法」の趣旨やサービスの内容を十

分理解した上で、障害のある方一人ひとりの状態を正確に把握し、適切なサービスを提供

するため調整・協議する場を設置することが必要です。 

さらに、総合的な相談支援センター（基幹相談支援センター）では、必要に応じて、相談

に来た人がより専門的な相談を受けられるよう、専門相談窓口を紹介できるようにしてい

くことが必要です。 

 

【 市内を中心とした主な相談支援窓口 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害のある方 

・家族 相談支援事業者 

・利用サービス計画作成等の相談 

・地域での相談窓口 

市内障害者関係施設・団体 

・専門的な相談・支援 

民生委員 

・地域での身近な生活上の相談 

身体・知的障害者相談員 

・心身障害者（児）の身近な相談 

社会福祉課 

・総合的な相談支援センター 

（基幹相談支援センター） 

・障害児への相談支援 

・障害者虐待への対応 

社会福祉協議会 

保健所・医療機関 

・精神保健福祉士等による専門的な

相談 

専門的機関 

ピアサポート 

・ピアサポーターの経験による相談

支援 
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（３）災害時の障害のある方への支援体制の充実 

障害のある方とその家族には、災害等の緊急時に十分な支援を受けられるかどうか不安

を抱いている人が少なくありません。障害のある方の中には、緊急に支援の必要な場合に

も、誰も支援してくれる人がいないというケースもあります。 

こうした状況を改善していくため、障害のある方や障害のある方のいる世帯に対して、

民生委員や地域の人々の見守り活動を充実させ、支援を求める障害のある方を早期に発見

し、適切な手助けを受けられるようにしていきます。 

また、障害のある方や障害のある方のいる世帯に対して、災害時に適切な援護を行える

ようＤＭＡＴやＤＰＡＴ、ＤＷＡＴのような医療・福祉の災害派遣チームとの連携など支

援体制の一層の充実を図っていきます。 

 

（４）自立するための基盤づくり 

障害のある方が、地域の中で自分らしく生活していくためには、障害のある方を支援す

る体制を整備すると共に、障害のある方自身が、こうした支援を受けながら、様々な機会

を利用して積極的に社会参画し、自立に向けて取り組んでいくことが重要です。 

そのためには、障害のある方が自分らしく生きる意欲を育む支援体制を整備すると共に、

障害のある方の自立のための訓練や体験のできる場を充実させていかなければなりません。 

また、障害のある方が福祉的就労から一般就労まで、障害のある方一人ひとりに合った

働き方ができるように、就労支援体制を構築することが求められています。 

障害のある方が働くためには、職業訓練の機会の拡充から、就労訓練期間中の各種支援、

就労機会の拡大、生活支援の充実、就労継続の支援、一般就労への移行支援、離職の予防、

再就職への支援まで、一貫した支援体制が必要となります。 

特に、忘れてならないのは、こうした就労支援を実効性あるものとするには、行政が公

共施設、民間事業所等へ計画の趣旨を徹底すると共に、協力者への利便を図る等、地域へ

の働きかけを強化していくことが重要です。 

障害のある方の中には、様々な事情によって、仕事に就くことが困難なケースもありま

す。こうした人々の日常の活動場所を充実させていくことも大切です。 

市内の福祉資源を有効活用すると共に、隣接市町との連携のもとに、障害のある方が地

域の中で自立し、生活できるよう支援していくことが課題です。 
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（５）障害のある方の権利の尊重と差別のない社会づくり 

障害者施策においては、障害の有無に関わらず地域で共に生きる「ノーマライゼーショ

ン」の理念が以前より掲げられてきましたが、それを補うための法制度等の整備の遅れや、

地域において理解があまり進んでいなかった面もみられました。 

近年、「障害者権利条約」の批准をはじめ、「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」

などの法整備が進み、千葉県ではこれらに先駆け「障害のある人もない人も共に暮らしや

すい千葉県づくり条例（障害者差別禁止条例）」が制定されており、本市においても障害の

ある方の権利の尊重と差別のない社会づくりに一層取り組まねばなりません。 

権利の尊重としては、福祉サービスの利用や日常生活上の金銭管理などを援助する日常

生活自立支援事業や、後見人などが法律行為を代理する成年後見制度が整備・運営されて

おり、利用者・相談者も増加傾向にありますが、より一層制度の周知に重点を置いた利用

の促進に努める必要があります。 

差別のない社会づくりとしては、本市社会福祉課に障害者虐待防止センターを設置して

おり、ここでは養護者や使用者、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報・届出

に適切に対応することや、障害のある方及び養護者に対する相談、指導及び助言、障害者

虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報等の啓発活動を行うこととなっています。

他にも市や県等に設置されている、様々な相談機関との連携を図り、情報が適切に共有さ

れ重層的に支援できる体制を整えていきます。 

また、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の基本理念である「地球上の誰も取り残さない」

ことを念頭に障害のある方を一人も残さず、また、ひきこもりの状態にある方にも手を差

し伸べます。 

 

 

（６）行政からの率先した取組 

障害者施策の推進に当たっては、市民一人ひとりの心がけが非常に大きな役割を果たし

ます。一方で、障害福祉に関するアンケート調査では、どのように取り組んでよいか分か

りにくいという市民の声も聞かれます。そのため、市民の意識に働きかけることが可能な

分野から行政が率先して取り組みを示します。 

就労の分野においては、民間企業や官公庁に対して法定雇用率が示されており、市では

これを達成することに加え、達成が十分でない民間企業等への働きかけを行ったり、「障害

者優先調達推進法」に基づいた物品の調達を行う際には、市民にも利用が可能な機会を設

置できないか検討します。 

行政サービスにおいては、障害のある方がその権利を円滑に行使することができるよう、

選挙等においては使いやすい投票所等の設置を目指すなどし、また、市の職員は上記に示

した場面に限らず、障害のある方と接する機会を持つ機会が多い職種であることから、障

害についての研修の機会を持ち、障害や障害のある方についてよく学び、適切な対応を行

えるよう努めます。  
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第４章 主要施策 

１ 市民への啓発・広報の充実 

〔現状と課題〕 

○啓発活動や広報の充実 

情報について、例えば社会福祉課の窓口等でも各種の制度について説明ができるようパ

ンフレット等を用意して相談の際に使用するなど、各種制度が開始されたり、改正された

際には広報などを利用し、周知に努めていますが、制度自体が多岐にわたっており、全て

をまとめると膨大になることもあり、障害のある方やその家族など、市民一人ひとりに提

供されている状況としては十分でないと感じられています。 

アンケート調査では、地域共生社会の実現に向けての障壁として、「どんな行事や活動が

あるかわからない(情報が伝わってこない) 」がいずれの障害のある方でも共通して回答率

が高く、情報提供の充実が求められます。また、「地域の人の障害や病気に対する理解が乏

しい」についても回答率が高く、障害や障害のある方についての啓発、理解促進が重要で

す。 

障害のある方や障害者福祉のことについては近年、その理解が徐々に高まりつつあるも

のの、十分であるとはいえない状況です。障害についての理解の促進についてはこれまで

にも取り組んでまいりましたが、国による「障害者権利条約」の批准や県の「障害のある

人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例（障害者差別禁止条例）」などに基づき、

今後は法的な面からも促進の強化が求められます。 

また、令和４年５月「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」

が施行され、その理念である「障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする」

「障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする」ことが求

められています。これらのようなことから、障害や障害のある方についての理解や、障害

のある方が受けられるサービスについての情報発信のあり方は大きな課題であるといえま

す。 
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○地域福祉の推進と交流機会の拡大、福祉教育の推進 

障害のある方が地域で安心して暮らしていくためには、日頃から地域住民が障害のある

方を支えていくことや、障害のある方や障害者福祉のことを市民がより深く理解すること

が必要です。そのためには、障害のある方とない方の日常的な交流・ふれあいを拡大して

いくことが必要です。 

本市では、町内会、民生・児童委員、身体・知的障害者相談員、社会福祉協議会の地域ボ

ランティアをはじめ、老人クラブなどの各種団体や隣近所の住民により、日頃から支えが

必要な方への地域見守り活動が展開されています。また、館山市ボランティア連絡協議会

に加盟する個人や団体のボランティアに加え、障害のある方の生活や就業を支援するＮＰ

Ｏ法人も複数結成されるなど、障害のある方を支えるボランティアの輪が拡大してきてい

ます。 

今後はさらに、現在高齢者施策として始まった「地域包括ケアシステム」について、高

齢者・障害のある方などを含めた市民全体で捉え、地域にある既存の組織を生かしながら、

「地域の力」で住みやすいまちづくりを目指します。 

また、市内の小・中・高等学校や幼稚園・こども園・保育園、さらには各種の生涯学習の

場においては、施設訪問や車いす体験など、様々な活動を通じて福祉教育を推進していま

す。福祉教育については、「困っている人を助けることの大切さ」だけでなく、「いろいろ

な人たちと力を合わせながら、誰もが安心して豊かに暮らせるまちをつくっていく」とい

う「前向きな福祉観」を醸成していくことが、最大の課題といえます。 
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＜施策と内容＞ 

施策 内容 

（１）啓発活動の

推進 

・「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」などの周知に努める

と共に、あらゆる機会を捉え、まちぐるみで啓発活動に努め、理解

を広げ、障害のある方への差別や偏見のない社会の実現を目指しま

す。 

・障害のある方に関する各種マーク・標識は、バリアフリー等に対応

したルールや障害のある方への支援の必要性等を伝えるものであ

ると同時に、障害のある方への理解を促す「心のバリアフリー」に

つながることから、その用途を踏まえ一層の周知・啓発を図ります。 

（２）広報媒体・

手段の充実 

・コミュニティ媒体については、市広報「だん暖たてやま」にとどま

らず、社会福祉協議会広報「社協たてやま」、「房日新聞」など民間

の媒体においても、関係機関・団体の協力を得ながら、障害者福祉

制度の紹介や、市内の障害のある方の声の積極的な掲載などを図り

ます。当事者団体やボランティアなどの広報媒体の作成に関して

も、作成技術、配布方法のアドバイスなど、行政の広報ノウハウを

活用した支援を図ります。 

・本市の障害者・障害者福祉情報について、新聞・テレビやインター

ネット、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）など

を通じて、積極的に情報発信していきます。 

・障害に配慮した伝達手段の確保を図るため、ボランティア団体「麦

の会」による音読広報の利用を引き続き促進すると共に、ホームペ

ージについては、レイアウトのために文章のつながりを切らないな

ど、音声変換に配慮した工夫や、色覚の多様性に配慮し、より多く

の人に利用しやすい配色を行う工夫を図ります。さらに、市の職員

への研修を実施するなどの改善も図ります。 

・障害のある方が自分に合ったサービスを利用し、安心して生活でき

るよう、情報提供体制の一層の充実を図ります。 

（３）交流機会の

拡大 

・あいさつ運動や地域での見守り活動などにより、市庁舎や駅などの

公共の場などでの日常的なふれあい・支えあいを促進すると共に、

市内の行事やイベントについて、障害のある方がなるべく参加しや

すい仕組みに改善していきます。 

・障害のある方を対象にした行事・イベントへの障害を持たない人の

参加を促進していくと共に、障害のある方もない方も共に参画し、

楽しめる行事・イベントの企画・実施に努めます。 
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施策 内容 

（４）福祉教育の

推進 

・学校や幼稚園・こども園、保育園での福祉教育については、今後も、

総合的な学習及び道徳の時間の活用や、特別支援教育学習支援員な

どの配置により、障害のある方の置かれている社会的な課題や、障

害者福祉の理念、制度などの理解を深め、「前向きな福祉観」の醸

成が図られるよう、県立安房特別支援学校とも協力しながら関係職

員の意識や知識・技術の向上に努め、教育を実践します。 

・公民館講座などで、障害者福祉について学習する機会の拡充を図る

と共に、特別支援学校や、医療機関、県（安房健康福祉センター等）、

ＮＰＯなどが開催する障害者福祉関連の公開講座等の周知を図り、

市民の利用を促進します。 

（５）地域福祉の

推進 

・社会福祉協議会などと連携しながら、既存の地域福祉活動の一層の

活性化・ネットワーク化を図ると共に、ボランティア育成講座など

を通じて、これまで活動に参加したことのない市民のボランティア

への参画を促進していきます。特に、「財団法人千葉県地域ぐるみ

福祉振興基金」による「地域福祉フォーラム設置支援事業」を活用

し、小域福祉圏域ごとに障害のある方を見守り支えるネットワーク

づくりを推進していきます。 

・本計画は、本計画と同時期の令和６年３月に福祉分野における総合

的な計画として策定された「館山市地域福祉計画」の下位計画に位

置付けられています。 
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２ 健やかに暮らせる保健・医療の充実 

〔現状と課題〕 

○地域医療・医学的リハビリテーションの充実促進 

障害のある方の医療・医学的リハビリテーションについては、妊娠・出産期の母子の障

害の防止・軽減に向けた周産期医療や乳幼児医療、様々な症状の障害児・障害のある方へ

のきめ細かい治療・リハビリテーション、交通事故等による中途障害の軽減のための高次

救急医療などを充実していくことが求められます。 

アンケート調査では、保健・医療面での困りごとについて「症状が進む」や「お金がかか

る」がどの障害者手帳所持者でも共通して回答率が高く、現在行っている支援の内容や、

医療等関係機関との連携の強化が求められます。また「交通が不便」や「症状を伝えにく

い」との回答もみられ、医療機関へのアクセスや合理的配慮が求められています。 

 

 

○乳幼児期の適切な保健・療育の確保 

障害者施策としての地域保健には、障害の原因となる病気を予防すること、障害を早期

に発見して治療やリハビリテーションにつなげること、障害のある方自身の健康づくりを

支援することなどの役割があります。いずれも、様々な障害や病気の特性、状況に対応し、

きめ細かな支援を行っていくことが大切です。 

また、乳幼児期における疾病や障害の早期発見や早期訓練・療育は、機能の改善に効果

があるだけでなく、子どもたちのコミュニケーション能力や社会性などの発達を促すため

にも重要です。 

 

■館山市の療育サポートネットワーク 

 

  

育ちの遅れや障害など
の心配があるお子さん 

千葉県こども病院 

亀田ファミリーク

リニック 他 

 

安房健康福祉センター 

親の会 

※クジラの会（自閉症） 

※トトロの会（ダウン症） 

※あおぞらの会（心身障害） 

他 

君津児童相談所 

 ※子ども相談 

他 

安房郡市内 

市町保健師 

各幼稚園・こども園・保

育園・小学校・中学校 

安房特別支援学校 

他 

館山市マザーズホーム 

※グループ指導 

※個別指導 

※家庭訪問 

障害福祉サービス 
※放課後等デイサービス・
日中一時支援 他 
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＜施策と内容＞ 

施策 内容 

（１）地域医療・医

学的リハビリテー

ションの充実促進 

・障害の予防医療の充実や、障害のある方が安心して受けられる地域

医療体制づくりを図るため、医師会や県などと連携しながら、医療

従事者への障害者医療の知識・技術の普及に努めると共に、高度医

療機器の充実や医師等の確保など、医療体制の高次・専門化を促進

していきます。 

・リハビリテーションについては、医療機関と県・市が連携しながら、

脳血管疾患後遺症の機能回復訓練や、身体障害者や難病患者のリハ

ビリテーション、心の病気のデイケアなどの充実を図ります。また、

障害の軽減や機能の改善、医療にかかる経済的負担の軽減を図るた

め、「重度心身障害者（児）医療費助成」や「自立支援医療」の適

切な利用の促進を図ります。 

（２）心と身体の

健康づくりの推進 

・地域で暮らす子どもから高齢者までが、自らの健康に関心を持ち、

正しく学び、健康づくり活動を実践することで、健康の維持・増進

や疾病予防が図られます。生活習慣病の発症・重症化予防のために、

各種健（検）診や健康教育・相談、家庭訪問による指導など、新型

コロナウイルス感染症の影響で縮小した保健事業の充実を図り、不

安や悩み、ストレスなどと上手につきあうための心の健康づくりを

推進します。また、市民の生活スタイルや環境に配慮した保健指導

と、タイムリーな情報提供を通じて、正しい普及や啓発活動を強化

していきます。 

・各事業の実施に当たっては、可能な限り、温暖な気候や海、地元食

材、温泉など本市の地域資源の活用に努めます。これらの施策は、

広く一般市民を対象とするものですが、障害のある方一人ひとりの

健康の維持・増進につながる対応に努め、必要に応じて、障害のあ

る方向けの個別事業の展開を図ります。 

・身近な地域で日常的な医療が受けられる、あるいは健康の相談等が

気軽にできる、かかりつけ医を持つことはとても大切です。かかり

つけ医を持つことの重要性について様々な場面で周知に努めます。 
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施策 内容 

（３）乳幼児期の

適切な保健・療育

の確保 

・保健センターを拠点に、妊婦や、乳幼児への健康診査や家庭訪問に

より、子どもの所見や保護者の育児不安などを把握し、事後指導や

専門療育につなげるなど、今後も母子保健事業の充実に努め、妊娠

期から子育て期まで切れ目のない支援を実施していきます。 

・育ちの遅れや障害などの心配がある方については、専門療育機関

（千葉リハビリテーションセンター等）や福祉団体（館山市心身障

害児あおぞらの会・館山市手をつなぐ親の会）などと連携しながら、

本市マザーズホームや福祉サービス事業所において、個別やグルー

プによる訓練・療育、相談を行います。本市マザーズホームは、児

童デイサービス事業や日中一時支援事業の事業所との連携を取り

ながら、親子が地域とのつながりの中で共に成長し、よりよい親子

関係を育む場として、きめ細かな事業の推進に努めます。 

・乳幼児から成人期に至るまで、ライフステージを通じて、一貫した

支援が継続して受けられるように、家族や関係機関が共に関わるこ

とのできる情報ツールとして「こどもサポート手帳」の活用を促進

していきます。 
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３ 地域で育む教育の推進 

〔現状と課題〕 

学習障害（ＬＤ）、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症など、発達障害のあ

る子どもたちが増えています。こうした中、盲・ろう・養護学校と小・中・高等学校の特殊

学級というこれまでの障害児教育のあり方が根本的に見直され、教育や療育に特別のニー

ズのある子どもを含めた「特別支援教育」（special support education）が平成 19年度か

ら本格実施されています。本市には、県立安房特別支援学校があり、在学幼児・児童・生徒

に対して、一人ひとりの障害の状況に応じたきめ細かな教育・指導を行うと共に、地域住

民や小中学校等への相談事業を拡大するなど、特別支援学校として、地域ニーズへの対応

が進められています。 

本市には、小学校が 10校（市立）、中学校が３校（市立）、高校等が４校（県立２、私立

１と、国立館山海上技術学校）あります。各学校では、障害や発達の遅れのある児童・生徒

を可能な限り受け入れており、令和５年３月現在、特別支援学級児童・生徒数は、小学生

が 219 人、中学生が 56人となっています。 

就学前の乳幼児についても、本市には、幼稚園が７園（市立６、私立１）、こども園が３

園（市立３）、保育園が７園（市立３、私立４）あります。いずれの園においても、障害や

発達の遅れのある幼児を可能な限り受け入れ、障害のある子もない子も共に地域で育てる

環境づくりに努めています。 
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＜施策と内容＞ 

施策 内容 

（１）特別支援学

校の充実促進 

・県に対し、県立安房特別支援学校の教育内容の一層の充実を要望し

ていくと共に、地域の小・中・高等学校等の特別支援教育を幅広く

支援します。また、「巡回相談」等により特別な支援が必要な子ど

もへの教育に関する適切なアドバイスを、保護者や保育園・幼稚園・

こども園の教職員に対して行うといった、特別支援教育の拠点とし

て専門性の高い業務の充実について、求めていきます。 

（２）特別支援教

育の推進 

・「特別支援教育コーディネーター」を中心に、教職員の特別支援教

育に対する理解の促進に努めながら、児童・生徒一人ひとりの能力

や個性に応じた特別支援教育を推進していきます。そのために、支

援が必要な子ども全てに対して、教育指導面の「個別の指導計画」、

進路指導と卒業後のフォローについての「個別移行支援計画」、福

祉、医療などとの連携計画である「個別の支援計画」を三位一体で

作成し、多面的な支援に当たります。 

・学校施設のバリアフリー化や安全対策、情報学習機材の充実などに

努めます。国立・県立・私立の高等学校等についても、市立中学校

生徒が進学を希望する場合にバリアフリーの状況などで確認・調整

を図るなど、障害児の積極的な受け入れの促進を働きかけていきま

す。 

・「安房地方特別支援教育振興大会」等の機会を活用し、関係者同士

の情報交換を行い、特別支援教育の理解を深めていきます。 

・市内小中学校に複数の特別支援学級が開設され、また、通常学級に

おいても、支援を要する児童生徒が一定数在籍している現状を踏ま

え、管理職を始めとする全ての教職員が特別支援教育に対する理解

が必須であることを、あらゆる機会を捉え引き続き周知していきま

す。 

・人員不足や世代交代により、経験の少ない教員が特別支援学級を担

う事例もあることから、小中学校の巡回を担当する市職員（会計年

度任用職員）や、指導主事の助言・指導、研修等により、人材育成

に努めていきます。 
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施策 内容 

（３）就学前保育・

教育の充実 

・今後も、教諭や保育士等、指導員などの人員の充実や、研修等によ

る教育・保育内容の充実を促進していきます。また、障害児の保育・

教育について、幼稚園・こども園・保育園と、小学校、安房特別支

援学校、市役所の関連部局（教育総務課、社会福祉課、こども課、

健康課）、県の関係機関（君津児童相談所、安房健康福祉センター

等）の連携強化に努めます。 

（４）福祉教育の

推進 

 

・学校や幼稚園・こども園、保育園での福祉教育については、今後も、

総合的な学習の時間、道徳の時間などを活用しながら、障害のある

方の置かれている社会的な課題や、障害者福祉の理念、制度などの

理解を深め、「前向きな福祉観」の醸成が図られるよう、関係職員

の意識や知識・技術の向上に努めながら、教育を実践します。 

・公民館講座などで、障害者福祉について学習する機会の拡充を図る

と共に、特別支援学校や、医療機関、県（安房健康福祉センター等）、

ＮＰＯなどが開催する障害者福祉関連の公開講座等の周知を図り、

市民の利用を促進します。 
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４ はつらつと働き、活動する場の確保 

〔現状と課題〕 

○一般就労とその支援について 

令和５年３月現在、ハローワーク館山管内のハローワークに登録されている就業者数は

638 人（身体障害者 218人、知的障害者 188人、精神障害者 185人、難病 24人、その他障

害 23 人）です。 

障害のある方の一般雇用については、働く意欲や能力がありながら就労になかなか結び

つかないことが多く、ハローワークや障害者就業・生活支援センター中里などが主体とな

り、雇用の底上げや職場適応への支援などが行われています。また、障害のある方の雇用

については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく法定雇用率制度があり、令和

６年４月１日からは、常用労働者数 40.0人以上の民間企業は法定雇用率が 2.5％以上とな

っています。この点について、ハローワーク館山管内では 2.22％（令和４年６月現在）と

なっています。 

職場適応への支援については、雇用前の「職場適応訓練」（訓練をハローワークから事業

主（職親）に委託）や、試行雇用期間の「トライアル雇用」（奨励金の支給）、人的支援であ

る「職場適応援助者（ジョブコーチ）制度」、正式雇用後の「特定求職者雇用開発助成金」

等の支給などがあります。また、「就労移行支援」「就労継続支援」「就労定着支援」が「障

害者総合支援法」に基づく事業として法定化しています。 

障害者雇用についての事業所の理解はまだまだ十分とはいえず、こうした各種制度の活

用を促進しながら、市内・近隣市町での障害者雇用を一層強化していくことが求められて

います。 

 

○公的機関の雇用支援 

市役所をはじめとする公的機関は、障害のある方の雇用について、先導的役割を果たす

ことが求められます。先に述べた国や地方公共団体の障害者法定雇用率は 2.6％以上とな

っていますが、令和６年１月現在、市役所で就業する障害者数は９人となっています。 

また、平成 25年度からは「障害者優先調達推進法」が施行され、障害者就労施設等の受

注の機会を確保するため、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図る

ことが求められています。 
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○福祉的就労について 

本市には、福祉的就労の場として、以下の表に挙げたような事業所が運営されています。 

こうした福祉的就労の場は、工賃水準が低く、その底上げが課題であり、障害のある方

が意欲的に福祉的就労を行い、事業所が安定した経営を行えるよう、国・県と共に支援を

強化していくことが求められます。 

 

 

◆市内の主な就労系サービス提供事業所 

事業所名 
提供している 

就労系サービス 

中里ワークホーム 就労継続支援（Ｂ型） 

館山憩いの家共同作業所 就労継続支援（Ｂ型） 

セットアップ 就労継続支援（Ａ型） 

わたつみ 就労継続支援（Ｂ型） 

かにた作業所 エマオ 就労継続支援（Ｂ型） 

ワークス館山 就労継続支援（Ｂ型） 

やわたの杜 
就労移行支援（一般型） 

就労定着支援 

就労継続支援Ｂ型ＷＡＲＰ 就労継続支援（Ｂ型） 

マリア就労支援事業所 就労継続支援（Ｂ型） 

ｋａｉ 就労継続支援（Ｂ型） 

就労継続支援Ｂ型事業所「大丈夫」 就労継続支援（Ｂ型） 

ソレイユネージュ 就労継続支援（Ｂ型） 

１ステップ 就労継続支援（Ｂ型） 

就労継続支援エール 
就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

Ｏｐｅｎ 就労継続支援（Ａ型） 

ゆみの里 
就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

オンリーワン 就労継続支援（Ｂ型） 

就労継続支援Ｂ型事業所 ららら 就労継続支援（Ｂ型） 
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＜施策と内容＞ 

施策 内容 

（１）一般就労の

促進 

・ハローワークや障害者就業・生活支援センター中里など関係機関と

連携し、「障害者雇用支援月間（９月）」を中心に、「障害者雇用促

進法」の改正の趣旨を踏まえた、障害者雇用に関わる制度・施策の

周知徹底を図ると共に、各種雇用促進制度を活用して、事業者に雇

用や就労移行支援への積極的な協力を要請していきます。 

・障害のある方が就業している事業所に対しては、従業員の意識の啓

発や、働きやすい施設・設備など、受け入れ体制の向上を促進して

いきます。 

・館山商工会議所や「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機

構」などと連携しながら、相談や情報提供などを通じて、自営業や

在宅就労の支援や、起業の促進を図ります。 

・国が推進する「医福食農連携（各業界の垣根を越えて、医療・福祉

サイドと食料・農業サイドが戦略的に連携すること）」の動向をみ

ながら、障害のある方の就労について、農業活動をはじめとする各

種分野との取組を引き続き推進していきます。 

・「障害者総合支援法」の改正により、開始された「就労定着支援事

業（就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家庭との

連携調整等の支援を一定の期間にわたり行う）」について、制度の

周知を図ると共に、相談支援事業所や関係機関等と連携しながら、

適切な支援につながるよう努めていきます。 

・自立支援協議会就労部会でも、ハローワークや、障害者就業・生活

支援センター、民間会社、特別支援学校、就労継続支援ＡＢ事業所

と連携を取り、一般就労に向け、また、一般就労への定着が図られ

るよう対応していきます。 

（２）行政自身の

障害者雇用対策の

強化 

・引き続き市役所自身の法定雇用率の遵守に努めると共に、障害のあ

る方が働きやすいよう、職員意識の啓発や、施設・設備等の環境整

備を図ります。 

・市役所職員採用における障害者枠の受験資格について、差別的取扱

いの禁止、より多くの受験者の確保の観点から、受験の間口を広げ

るための見直しを進めます。 
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施策 内容 

（３）福祉的就労

の促進 

・各事業所において、障害のある方本人の心身の状況や希望に沿った

福祉的就労が今後も展開され、障害のある方の自立と社会参画につ

ながっていくよう、支援に努めていきます。そのために、市民・企

業・行政が、障害のある方に適した業務を発注したり、授産品を活

用することを積極的に促進します。 

・これらの施設や、特別支援学校、ハローワークなどと連携しながら、

新卒者や、一般就労に自信をなくしている方、高齢障害者などの受

け入れを促進していきます。 

・授産品の販売や店舗の営業について、ＰＲを積極的に行います。 

・福祉的就労の場の設置や拡大を検討している個人や法人に対して、

相談・助言や遊休施設の貸与など、可能な支援に努めていきます。 
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５ 安心して暮らせる生活支援サービスの充実 

〔現状と課題〕 

○相談体制の充実 

障害のある方や家族、介助者等が、身近な地域で気軽に悩みや生活課題を相談し、障害

者施策やサービスの情報をよく理解し、適切な支援を受けることは、自立生活のための基

本となります。 

本市では、市役所社会福祉課を中心に、こども課、健康課など庁内各部署や社会福祉協

議会が連携し、障害のある方への相談を行っています。また、市が相談支援を委託した相

談支援事業所として「安房地域生活支援センター」があります。さらに広域で、より専門

的な相談を行う機関としては「千葉県安房健康福祉センター」や「千葉県君津児童相談所」、

「中核地域生活支援センターひだまり」などがあります。 

この他にも市では障害の特性に合った身体障害者相談員や知的障害者相談員、また、地

域で活動する身近な窓口として民生・児童委員などでも個別に相談を受け、適切な支援に

つながるよう努めています。 

 

○障害のある方の権利擁護・虐待防止 

千葉県では平成 18 年に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例

（障害者差別禁止条例）」が全国で初めて成立し、国においても、平成 24 年に「障害者虐

待防止法」が施行され、平成 25 年に「障害者差別解消法」が成立、平成 26 年には「障害

者権利条約」に批准するなど、近年では障害のある方の権利をめぐる様々な取組が始まっ

ています。 

権利擁護については、障害特性により支援サービスが容易に利用できない、身の回りの

ことや金銭管理ができない、といったケースへの対応や、虐待や金銭詐取といった悪質な

権利侵害の防止・救済などが求められています。 

そのため、障害のある方の権利を擁護する仕組みには、福祉サービスの利用や日常生活

上の金銭管理などを援助する「日常生活自立支援事業」や、後見人などが法律行為を代理

する「成年後見制度」があります。こうした制度の活用を促進しながら、障害のある方の

権利擁護に向けた体制づくりを一層進めていくことが求められます。 

また、虐待防止についても、虐待防止センターの設置や、県が実施する虐待防止・権利

擁護研修への参加を通して、適切な相談と対応できる体制を整える必要があり、広報・周

知を充実させ、障害のある方の権利に対して責任のある取組を行わなければなりません。 
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○障害福祉サービスの充実 

平成 15 年度の支援費制度以降、障害者自立支援法の施行を経て平成 25 年度に制定され

た「障害者総合支援法」に基づき、在宅生活への支援については、日中の活動の場や居住

の場など多くのサービスが法制化されると共に、地域ごとの特性に合った地域生活支援事

業が実施できるようになりました。 

障害のある方が福祉的就労や訓練、作業、交流などを行う日中活動の場としては、障害

のある方の自立と社会参加、そして家族等の介護負担の軽減のために重要です。館山市の

日中活動の場として、先に記した福祉的就労の場や、「生活介護」「自立訓練（生活訓練）」、

「地域活動支援センター」などがあり、今後、特別支援学校卒業生や、長期入院後の精神

障害のある方などの需要が高まることが予想されることもあり、一層の充実が求められま

す。 

居住の場は生活の基本であることから、ニーズに応じた確保を図っていくことが求めら

れます。 

障害福祉サービスの提供に当たっては地域の事業所の力が欠かせませんが、これら事業

所の運営上の課題としては、経営の厳しさを挙げる声がみられます。そのため伝統ある事

業所や、福祉以外の分野でも地域に長く根付いている企業などと連携を取るなど、提供事

業所の安定した運営を支える支援についても今後検討が必要です。 

この他にも、国や県で実施されている各種の優遇・減免などの制度について積極的な周

知に努め、「福祉タクシー利用助成」など、市単独事業による上乗せ的な支援を行うことに

より、可能な限り経済的支援を行います。 

近年、これらのサービスは制度等めまぐるしく変化していることから、国の定めるサー

ビスについては、障害福祉計画に将来の利用者数等を見込みながら今後も制度の適切な運

用を図ります。市主体の制度については引き続き、その確保・充実に努めていくことが求

められます。 
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＜施策と内容＞ 

施策 内容 

（１）相談体制の

充実 

・障害のある方や家族、介助者等が抱える様々な問題の解決に向け、各部

門が一層連携を強化しながら、助言や情報提供、他機関との調整など総

合的な相談体制づくりに努めていきます。そのため、社会福祉課等の市

内各部局や地域の関係機関が緊密に連携し、相談・支援のネットワーク

の構築に努めていきます。 

・障害者福祉サービスを利用する全ての障害のある方を対象とし、サービ

ス等利用計画書を作成する計画相談支援（指定特定相談支援事業者）や、

入所施設や医療機関から地域への移行・定着を支援する地域相談支援（指

定一般相談支援事業者）、通所サービスを利用する全ての障害児を対象と

してサービス等利用計画書を作成する障害児相談支援（指定障害児相談

支援事業者）等の、障害のある方（児）に対する相談・支援体制の一層

の充実を図ります。 

・相談場所では、様々な状況の障害のある方が気軽に相談や情報提供が受

けられるよう、手話の習得や、絵記号の活用、プライバシーに配慮した

応対やそのための相談場所の確保などに努めます。 

・様々な要因により、地域社会や家族から孤立し、相談支援機関やサービ

スの利用につながっていない障害のある方や障害が疑われる人、複合的

な課題を抱える人等への相談支援について、中核地域生活支援センター

や関係機関との連携に努めます。 

・ひきこもりについては、全国的にその対応が求められているほか、ひき

こもっている当事者、家族への支援が必要となっています。 

ひきこもりの実態調査を行い、ひきこもりのプラットフォームとしての

連携強化を図ります。 

（２）権利擁護・虐

待防止の推進 

・地域生活支援事業での「成年後見制度利用支援事業」を通じて、制度の周

知や「市長による家庭裁判所への手続き申し立て制度」の利用促進などを

図ると共に、低所得などの経済的な理由で成年後見制度が利用できない現

状もあるため、成年後見制度利用支援事業の対象者の拡大を検討します。 

・市民後見人の養成を図るため、安房３市１町での市民後見養成講座を開催

します。 

・第三者評価の実施促進などにより、福祉施設・学校・医療機関等での権利

侵害の未然防止を図ると共に、福祉サービス等に関する苦情については、

千葉県運営適正化委員会などと連携しながら相談・対応を強化します。 

・平成 23 年６月に成立した「障害者虐待防止法」を踏まえ、家庭・地域で

の障害のある方への虐待については、その発見から相談・支援まで、市

を中心に関係機関が緊密に連携し、積極的に取り組んでいきます。 
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施策 内容 

（３）サービス提

供事業所への支援 

・事業所運営の安定化を図るため、第三者評価等の有効な利用や地元

企業との連携の機会について財政面も含め検討します。 

（４）在宅生活へ

の支援の充実 

・「障害者総合支援法」に基づき、自立支援給付の訪問系サービス（居

宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援

護）や補装具費の支給の円滑な提供を図ると共に、地域生活支援事

業である日常生活用具給付・貸与の充実に努めます。 

・「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付については、「介護保険

法」の規定による保険給付が優先されることとなりますが、利用者

の状況を把握し、介護保険担当課や居宅介護支援事業者等と連携し

た上で、適切な支給決定を行います。また、高齢者と障害のある方

が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、法改正により指

定を受ける事業所の増加に向けた普及啓発に努めます。 

・障害者総合支援法の改正により、開始された「自立生活援助事業（障

害者支援施設や共同生活援助事業所（ＧＨ）等から一人暮らしへ移

行を希望する知的・精神障害者等について、本人の意思を尊重した

地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問

等を行う）」について、制度の周知を図ると共に、相談支援事業所

や関係機関等と連携しながら、適切な支援につながるよう努めてい

きます。 

・「障害者総合支援法」以外の事業・サービスについては、市主体の

事業を利用者ニーズに基づき柔軟に運営していくと共に、手当支給

など国・県の生活支援サービスの迅速・的確な提供を図ります。 
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施策 内容 

（５）日中活動へ

の支援の充実 

・利用者ニーズと施設の意向を尊重しながら、「３障害の受け入れ」

や、「地域活動支援センター事業」、「日中一時支援事業」など、「障

害者総合支援法」の法制度上の特徴を生かして、通所型サービスの

充実を図ります。 

・「障害者総合支援法」のサービスとしては、介護給付としての「生

活介護」、「療養介護」、訓練等給付としての「自立訓練（機能訓練・

生活訓練）」、「就労移行支援」、「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」があ

り、特に資源の少ない「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労定着支

援」について市内外の社会福祉法人やＮＰＯ法人、障害者団体、そ

の他有志市民などと連携しながら、新規参入などを促進していきま

す。 

・障害のある方の日中活動の場として高齢者施設（デイサービスセン

ターなど）を活用することは、地域資源の有効活用につながること

から、「基準該当サービス＊」の導入などによる障害のある方の利

用を推進していきます。 

（＊基準該当サービス：ここでは、高齢者へのサービス提供を主とす

る介護保険通所介護事業所において、障害者福祉の制度も提供され

るよう基準該当サービスの適用を行うことをいっている。） 

（６）居住の場へ

の支援の充実 

・利用者ニーズと施設の意向を尊重しながら、住宅確保要配慮者居住

支援法人と連携し既存の施設サービスの適切な実施と需要に合わ

せた施設の新設などを促進していきます。 
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６ 安全で人にやさしい生活環境の充実 

〔現状と課題〕 

○障害のある方にやさしい公共空間の整備 

本市においても、バリアフリーやユニバーサルデザインについて館山駅舎や市庁舎玄関

など公共施設を中心にその取り入れに努めてきました。 

このような取組の理念や法制度を尊重しながら、また、市民の声を生かしながら、障害

のある方が安心して外出し、身近な場所で憩い、ふれあうことができるまちづくりを一層

進めていくことが求められています。 

 

○暮らしやすい住宅づくりの促進 

暮らしやすい住宅は、在宅の障害のある方にとって地域で安心して暮らしていくために

最も大切なものです。今後も、障害のある方が生活する住宅をより安全で快適な場所に改

善していくことが求められます。 

 

○外出手段の確保 

障害のある方の外出を支援する施策については、障害福祉サービスで行う同行援護、行

動援護や、地域生活支援事業の移動支援事業による社会参加等のための外出支援等があり

ます。また、市と社会福祉協議会による福祉カー貸出などがあります。 

さらに、経済的支援として、福祉タクシー利用助成や自動車運転免許取得助成、自動車

改造助成を行うと共に、国の制度として、「鉄道・バス・タクシーの運賃、有料道路通行料

金」の割引制度などがあります。障害のある方の社会参加を促進するため、こうした制度

の一層の活用が求められます。 

鉄道や路線バス、高速バスなどの公共交通機関については、障害のある方の日常生活の

ための重要な交通手段であり、施設面や運行面での一層の障害のある方への配慮が求めら

れます。 
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○円滑なコミュニケーションの支援 

「障害者の権利に関する条約」の一般原則の一つに「施設及びサービス等の利用の容易

さ」が掲げられているように、近年では、障害のある方が自立して生活したり、社会参加

するためには、様々なサービスや情報に対して十分にアクセスが可能である必要がある、

という「アクセシビリティ」という考え方が唱えられています。 

情報における視覚や聴覚、言語障害や知的障害、精神障害の方が地域で生活していくた

めには、円滑なコミュニケーション手段の確保が不可欠です。それには、障害のある方で

はない人と同じ内容、同じ時点の情報を取得でき、障害の種類や程度に応じた手段を自ら

選択できるようにすることが重要です。 

また、障害のある方が適切な配慮を受けることができるよう、公的機関の職員等におけ

る障害者理解の促進に努めると共に、行政自体が障害のある方への合理的配慮が進むよう

アピールしていくことが肝要です。 

 

○生活安全対策の推進 

東日本大震災以降、障害のある方など災害時要援護者対策の重要性が、わが国全体で大

きな課題となっています。特に大規模災害時における初期活動は、地域で日頃からの見守

り活動が大切です。 

アンケート調査では、災害時の不安として「障害や病気への配慮」がいずれの障害のあ

る方でも共通して回答率が高く、福祉避難所についての周知を徹底する他、地域における

障害への理解が重要です。また、「避難場所まで行くこと」や「避難先での治療」、「まわり

との意思疎通」などの回答もみられ、普段からの関係づくりや防災訓練などへの参加、地

域における障害への理解を深めることが重要です。 

また、近年、わが国では、特殊詐欺に関わる強盗や金属窃盗のニュースが報道されるな

ど治安の悪化が進んでおり、地域ぐるみで防犯対策を強化していくことが求められます。 
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＜施策と内容＞ 

施策 内容 

（１）障害のある

方にやさしいバリ

アフリー空間の充

実 

・道路や公園、公共建築物などについて、障害のある方にやさしい公

共空間づくりに努めると共に、駅や商店など、民間公益施設につい

ても、改善への協力を要請していきます。 

・バリアフリー、ユニバーサルデザインの導入に際し、可能な限り、

直接、障害のある方の意見を聞き、整備計画に反映させるよう努め

ます。 

・高齢者や視覚障害者、車いす使用者等を含む全ての歩行者にとっ

て、安全で円滑な移動が可能となるよう、バリアフリーを考慮した

車道面と歩道面の段差が少ないセミフラット形式の歩道設置に努

めます。 

（２）暮らしやす

い住宅づくりの促

進 

・民間住宅の改造について、市の改造費助成制度や「日常生活用具給

付等事業による住宅改修」の利用を促進します。 

（３）外出手段の

確保 

・公共交通機関については、関係機関と共に、路線の維持や利便性の

向上、バリアフリー化、安全対策の充実などに努めていきます。 

・交通安全対策の推進に努めます。 

・外出支援策については、障害のある方の状況や外出目的などに応じ

て、自立支援給付の居宅介護における「通院介護」や、地域生活支

援事業の「移動支援」、その他市や社会福祉協議会により事業を重

層的に提供していくと共に、外出に関する経済的支援制度の利用を

促進していきます。 

・重度の視覚障害者を対象とした同行援護についても、ニーズを踏ま

えて実施していきます。 
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施策 内容 

（４）円滑なコミ

ュニケーション

の支援 

・地域生活支援事業の「日常生活用具給付等事業」や「意思疎通支援事

業」などを活用しながら、在宅でのコミュニケーションを支援する情

報・意思疎通支援用具の給付や貸与を行うと共に、行事・イベントな

どでの手話通訳者・奉仕員や要約筆記者の活用を促進します。 

・手話奉仕員等の人材養成に努めると共に、研修修了者が手話通訳者養

成講座を受講しやすいよう、安房地域での開催について県へ要望して

いきます。 

・緊急時のコミュニケーション手段として緊急通報装置の利用促進を図

ります。 

（５）行政サービ

ス等における配

慮の促進 

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき策定し

た「館山市職員対応要領」により、事務又は事業を行うに当たり適切

な対応に努めます。 

・市の職員は、窓口などにおいて障害のある方と接する機会が多い職種

であることから、障害についての理解を深めるための研修などを行い

ます。 

・障害のある方がその権利を円滑に行使することができるよう、施設や

施設利用への配慮を推進します。 

・障害に配慮した伝達手段の確保を図るため、ボランティア団体「麦の

会」による音読広報の利用を促進すると共に、ホームページについて

は、レイアウトのために文章のつながりを切らないなど、音声変換に

配慮した工夫を図ります。（再掲） 

・選挙においては、各投票所の状況に応じてバリアフリー化を進めるな

ど、ユニバーサルデザインの視点に立った投票環境の整備に努めま

す。 

（６）生活安全・

安心対策の推進 

・障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、災害時などの緊急時に

備えて、避難行動要支援者名簿の整備を進めると共に、障害のある方、

高齢者などで避難行動に支援が必要な人への支援体制を明らかにし

た避難行動要支援者個々の避難支援策を、避難支援員となる自主防災

組織や消防組織、民生委員など関係者と策定していきます。 

なお、医療的ケア児等については、安房３市１町で共通の災害時個別

支援計画「避難ぷらん安房」を作成し、対象者への聞き取り調査、運

用を進めています。 

・防犯については、防犯知識の周知徹底や悪質商法等の消費者被害防止

に向けた情報提供に努めると共に、関係団体と連携して地域における

防犯活動を促進し、犯罪被害の発生を未然に防ぐまちづくりを進めま

す。 
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７ 学習・スポーツ、まちづくり活動への参加の促進 

〔現状と課題〕 

○各種活動への参加機会の拡大 

障害のある方が地域の生涯学習活動に参加することは、障害のある方自身の生活の質（Ｑ

ＯＬ）の向上や自己実現につながるだけでなく、市民同士の交流の拡大やまちづくりへの

発展に寄与します。しかし、施設の段差や、開催情報の周知の不徹底など、参加に当たっ

ての障壁はまだまだ多く存在します。 

本市では、公民館講座や自主グループ活動などで、障害の有無を問わず楽しめる学習や

スポーツ・レクリエーション活動が行われています。しかしながら、障害のある方一人ひ

とりが心身の状況やニーズに応じて、気軽に生涯学習活動やスポーツなどの活動を楽しめ

る環境は、十分とはいえません。 

そのため、施設や講座等の使いやすさをこれまで以上に高めていく必要があります。 

 

○障害者団体の活性化 

本市には、障害のある方の当事者や家族の団体として、「館山市身体障害者福祉会」や、

「館山市手をつなぐ親の会」、「館山市心身障害児あおぞらの会」、ＮＰＯ法人「なの花会（安

房郡市の精神障害者家族会）」、「クジラの会（日本自閉症協会千葉県支部安房地区分会）」、

「トトロの会（ダウン症児の親の会）」、「館山視覚障害福祉会」、ＮＰＯ法人「ふぁっとえ

ばー」などがあります。 

こうした団体の活動は、当事者や家族の悩みの解消や情報交換、交流などのためだけで

なく、市民の福祉意識を啓発したり、福祉制度・サービスの改革を要望し、実現につなげ

たりといった役割もあり、近年では、福祉サービスの実際の提供主体となる団体も増えて

いる他、加入者に対しての情報提供の窓口ともなっており地域において重要な役割を果た

しています。 

そのため、地域の障害のある方に対して、団体の紹介を行うなどの加入の促進等を行う

ことで各団体の活性化を図ります。 

  



65 

○まちづくり活動への参画の促進 

「ノーマライゼーション」の実現のためには、障害のある方一人ひとりが自身の経験や

能力を生かしてまちづくりに参画し、障害のある方とない方が協働でまちづくりを進めて

いくことが必要です。 

中でも、地域における施設等が整備される際には、障害のある方の声に耳を傾けること

で、より施設が使いやすいものとなり、それがより実態の伴ったバリアフリー・ノーマラ

イゼーションへとつながることが考えられます。 

 

 

＜施策と内容＞ 

施策 内容 

（１）生涯学習機

会の拡大 

・地域における多様な学習機会に障害のある方が気軽に参加できるよ

う、障害のある方に配慮した学習施設・設備等の整備・改善に努め

ると共に、障害のある方の学習ニーズに応じた公民館講座等の開設

や出前講座の推進などに努め、新規講座の開設も随時行っていきま

す。 

（２）スポーツ・

レクリエーショ

ンへの参加の促

進 

・障害のある方が、より気軽に、スポーツ・レクリエーション活動に

参加できるよう、障害のある方もない方も共に参加できるスポー

ツ・レクリエーションイベントやサークル活動の実施の促進、障害

のある方のスポーツ・レクリエーション活動を支える指導者・ボラ

ンティアの育成などに努めます。ボッチャ大会など障害の有無に関

わらず市民が多様なスポーツ・レクリエーションを楽しめるまちづ

くりを推進します。 

（３）障害者団体

の活性化 

・障害者団体は、障害のある方の自立や社会参加を促進する組織とし

て重要であり、今後も、障害のある方や家族の加入を促進すると共

に、団体の自主的な活動を支援していきます。 

（４）まちづくり

活動への参画の

促進 

・今後、市で実施される各種施策・事業について、可能な限り、障害

のある方の参画を促進します。特に、各種審議会や委員会など、政

策検討の場への積極的な参画を図ります。また、障害のある方自身

が他の障害のある方を支援する「ピアサポート」活動など、障害の

ある方が経験や能力を生かして行う社会貢献活動の振興を図りま

す。 
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第５章 成果目標の設定 

１ 前回計画の目標の進捗状況 

（１）「福祉施設入所者の地域生活への移行」の目標と達成状況 

【第６次計画における数値目標】 

①施設入所者の削減 

重度障害者の地域移行への受皿となるグループホーム等の整備が進んでおらず、施設

入所の需要は高いことから、現状維持を目標とします。 

（令和元年度末施設入所者数 67人） 

②施設入所者の地域生活への移行 

令和元年度末時点における施設入所者の６％以上が地域生活へ移行します。 

 

【進捗状況】（各年度末） 

項 目 目標 令和４年度 令和５年度 評価 

基準時点の入所者数（Ａ） 66  - - - 

【目標値①】 

地域生活移行(Ｂ) 
４  １   

達成率 

25％ 

【目標値②】 

入所者削減(Ｃ) 
０  ３   

達成率 
100％ 令和５年度末の入所者数

(Ｄ) 
66  63   

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

福祉施設の入所者の地域生活への移行 

令和２年度末時点における施設入所者66人に対し、令和３年度末までに４名が

退所しており入所者は63名でした。地域生活へ移行１名、介護施設へ入所は０名、

３名は死亡によるもので、入所者は、１名です。 

令和４年度は、３名が退所、地域生活への移行１名、介護施設への入所１名、

１名は死亡によるもので、入所は、３名でした。 

⇒地域での受皿の一つとして、共同生活援助事業所（ＧＨ）が増加しているものの、

利用者や支援者（家族ほか）の状況によって、施設入所者の地域移行に結びついて

いません。 
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（２）「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の目標と達成状況 

【第６次計画における活動指標】 

活動指標 

項 目 
 令和 

３年度 
令和 
４年度 

令和 
５年度 

市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の
場の開催回数 

指標 2 2 2 

実績 2 1  

保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関
係者の参加者数 

指標 36 36 36 

実績 32 34  

保健、医療及び福祉関係者による協議の場におけ
る目標設定及び評価の実施回数 

指標 1 1 1 

実績 0 0  

精神障害者の地域移行支援の利用者数 
指標 1 1 1 

実績 1 1  

精神障害者の地域定着支援の利用者数 
指標 1 1 1 

実績 0 0  

精神障害者の共同生活援助の利用者数 
指標 68 78 90 

実績 58 61  

精神障害者の自立生活援助の利用者数 
指標 1 1 1 

実績 1 3  

 

精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

令和５年度末の長期入院患者の地域生活への移行
に伴う地域の精神保健医療福祉体制（千葉県算出）  

指標 15  

実績  

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

精神障害にも対応した「地域包括ケアシステム」の構築に向けた協議の場の設置 

平成 31 年３月、地域自立支援協議会地域移行部会を活用し、安房圏域における

協議の場を設置しました。コロナ禍の影響により開催回数に変動がありましたが、

毎年１～２回実施しています。令和３年度の地域移行支援の利用者は、１人、地域

定着支援の利用者は、０人、自立生活援助の利用者は１人でした。令和４年度は、

自立生活援助の人数が３人へと増え、他の人数に変わりはありませんでした。 

今後も、精神障害者にも対応した「地域包括ケアシステム」構築を目指し、普及

啓発などにも力を入れていきます。 
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（３）「地域生活支援拠点の整備に向けて」の目標と達成状況 

【第６次計画における数値目標】 

本市ではこの「拠点の整備」に向けては、それぞれの機能を地域において分担して取り

組む「面的整備」として取り組むことを検討します。 

項 目 目標 令和５年度 評価 

地域生活支援拠点等の整備 
「面的整備」として取り
組みます。 

０ △ 

 

【進捗状況】（各年度末） 

活動指標 

項 目 
令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

地域生活支援拠点の設置箇所数 ０ ０ ０ 

検証及び検討の実施回数について、年間の見込数 ３ ３ ３ 

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

地域生活支援拠点等の整備 

拠点整備が行えないか検討していますが実現には至っていません。 

「面的整備」を中心に、各々の事業所の機能を把握しながら、整備できるよう検

討していきます。 
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（４）「福祉施設から一般就労への移行」の目標と達成状況 

【第６次計画における数値目標】 

国の基本指針に基づき設定します。 

①一般就労移行者数 

令和５年度までに、令和元年度実績の 1.27 倍以上 

②就労移行支援における一般就労移行者数 

令和５年度までに、令和元年度実績の 1.30 倍以上 

③就労継続支援Ａ型における一般就労移行者数 

令和５年度までに、令和元年度実績の 1.26 倍以上 

④就労継続支援Ｂ型における一般就労移行者数 

令和５年度までに、令和元年度実績の 1.23 倍以上 

⑤就労定着支援事業の利用者数 

令和５年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人数の７割が就

労定着支援事業を利用することを基本 

⑥就労定着支援事業の就労定着率 

令和５年度における就労定着支援による就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割

以上とすることを基本 

 

【目標及び進捗状況】（各年度末） 

項 目 目標 令和４年度 令和５年度 評価 

令和５年度までの一般就労
移行者数 

８  ４    

令和５年度までの一般就労
移行者数（就労移行支援） 

１  ０   

令和５年度までの一般就労
移行者数（就労継続支援Ａ
型） 

１  ０    

令和５年度までの一般就労
移行者数（就労継続支援Ｂ
型） 

６  ４    

令和５年度における一般就
労に移行する人の就労定着
支援事業の利用率 

70％以上 - 
 

 
 

令和５年度における就労定
着支援事業の就労定着率 

70％以上 - 
  

 
 

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設から一般就労への移行者数 

令和４年度末までに就労移行支援利用者２人、就労継続支援Ｂ型利用者５人が、一

般就労へつながりました。 
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就労移行支援事業の利用者数 

就労移行支援事業所は令和４年度末時点で市内に１か所あります。利用者数は令和

４年度末までに７人となっています。（令和３年度２人、令和４年度５人） 

就労定着支援事業の利用者数 

就労定着支援事業所は令和４年度末時点で市内に１か所あります。利用者数は令和

４年度末までに１人となっています。（令和３年度０人、令和４年度１人） 

支援開始１年後の就労定着率 

令和３年度は利用者はなく、令和４年度は１人が利用しています。 
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（５）「障害児支援の提供体制の整備」の目標と達成状況 

【第６次計画における目標】 

①児童発達支援センターの設置 

安房圏域において１か所以上の設置について検討します。 

②保育所等訪問支援を利用できる体制 

現行の実施事業所の提供体制の確保、新規事業者の参入を促進し、サービス提供体制

の拡充を促進します。 

③主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の確保 

安房圏域において１か所以上の設置について検討します。 

④医療的ケア児が適切な支援を受けられるための、保健、医療、障害福祉、保育、教育

等の関係機関が連携を図るための協議の場の設置 

協議の場については、設置済みです。引き続き、関係機関等との連携を図ります。 

⑤医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

安房圏域において、１人以上設置することについて検討します。 

 

【進捗状況】（各年度末） 

項 目 目標 令和５年度 評価 

児童発達支援センターの設置 
安房圏域において１か所設

置検討します。 
検討はしました。 × 

保育所等訪問支援を利用で

きる体制 

新規事業所の参入を促進

し、サービス提供体制の

拡充を促進します。 

１ ○ 

重症心身障害者を支援する

児童発達支援及び放課後等

デイサービス事業所の確保 

安房圏域において１か所設

置検討します。 
０ × 

医療的ケア児支援のため

の、協議の場の設置 

引き続き、関係機関等との

連携を図ります。 

自立支援協議会こ

ども部会にて協議

しました。 

○ 

医療的ケア児等に関するコ

ーディネーターの配置 
１人以上配置します。 ４ ○ 

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

障害児支援の提供体制の整備等 

令和３年度末時点、児童発達支援センターは、設置されていません。 

医療的ケア児支援については、自立支援協議会子ども部会の専門部会（ワーキン

ググループ）で協議しています。 

  



72 

（６）「相談支援体制の充実・強化等」の目標と達成状況 

【第６次計画における目標】 

相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の実施体制の確保について、検討します。 

目 標 

相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の実施体制を確
保 

充実・強化等に向けた取組の実
施体制の確保について検討し
ます。 

 

【進捗状況】（各年度末） 

活動指標 

項 目 
令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

総合的・専門的な相談支援の実施 （実施に向け検討） 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門
的な指導・助言件数 

（実施に向け検討） 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 （実施に向け検討） 

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 （実施に向け検討） 

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

相談支援体制の充実・強化等 

複合的な相談が増える中、障害のある方が地域で安心して自立した生活を送っ

ていくためには、日々抱えているニーズや課題にきめ細かく対応し、必要に応じ

て適切な障害福祉サービス等に結びつけていくための相談支援が重要となってき

ます。 

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関であ

り、相談支援事業者に対する専門的な指導・助言を行うことも期待されています。

安房地域での相談支援事業者は徐々に増えつつあるため、相談支援事業者の質の

向上を目指すことも必要です。 

基幹相談支援センターを中心とした支援機関の連携による包括的な相談支援体

制を整えるためにも、設置が必要と考えます。 
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（７）「障害福祉サービス等の質の向上」の目標と達成状況 

【第６次計画における目標】 

サービスの質の向上を図るための取組に係る体制の構築を図ります。 

目 標 

サービスの質の向上を図るための取組に係る体制の構築 
各種研修への参加など、体制の
構築を図ります。 

 

【進捗状況】（各年度末） 

活動指標 

項 目 
令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研
修その他の研修への市町村職員の参加人数 

５  ５  ５  

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結
果を共有する体制の有無及びその実施回数 

未実施 

障害福祉サ
ービスデー
タベースに
審査結果の
提供をしま
した。 

障害福祉サ
ービスデー
タベースに
審査結果の
提供をしま
した。 

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

障害福祉サービス等の質の向上 

個別事例の具体的な支援のあり方については、適宜ケース会議や事業所との面談

等により協議を重ね、情報の共有を図っています。 

※令和５年度には、県の指導結果で市と協議することとなった事案について、事

業所と現状の確認をし、今後の対応について協議を行いました。 
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２ 新たな成果目標の設定 

「障害者総合支援法」第 88 条に基づく「障害福祉計画」及び「児童福祉法」第 33 条の

20 に基づく「障害児福祉計画」の成果目標について、国の基本指針を踏まえると共に、本

市における過去の実績と地域の実情を考慮し、令和８年度を目標年度として設定します。 

また、成果目標を達成するための活動指標となる、計画期間の各年度における取組の量

を定めます。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

項 目 国の基本指針 設定の考え方 

施設入所者数 

令和８年度末の時点で令和
４年度末の施設入所者数の
６％以上が地域生活へ移行
することを基本とします。 

重度障害者の地域移行への受皿となる
グループホーム等の整備が進んでおら
ず、施設入所の需要は高くあることか
ら、現状維持を目標とします。 
（令和４年度末施設入所者数 62人） 

地域生活移行者数 

令和８年度末時点で、令和４
年度末の施設入所者数の
６％以上が地域生活に移行
することを基本とします。 

国の基本指針に基づき、６％以上が施設
入所から地域生活に移行することを目
標とします。 
（令和４年度末施設入所者数 62人） 

 

目 標 値 

令和８年度末の施設入所者数  58 

令和８年度末までの地域生活移行者数  ４ 

 

 

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の機能を強化すると共に、自立した生活

に必要な障害福祉サービスが適切に利用できるよう、利用ニーズや定着するために必要な

ことを的確に捉えながら、計画相談支援を中心とした各機関との連携の下に支援を行いま

す。 

また、障害のある方の地域生活移行の受皿として、グループホームなどの「住まいの場」

の整備を促進します。なお、地域生活への移行を促進するため、入所期間の定めがある通

過型グループホーム等の導入の検討を千葉県へ促します。また、生活介護、就労移行支援

や就労継続支援などの「日中活動の場」の整備に努めます。 

 

  

目標実現に向けた取組 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

項 目 国の基本指針 設定の考え方 

精神障害にも対応
した地域包括ケア
システムの構築 

精神障害者の精神病床から退
院後１年以内の地域での平均
生活については、平成 30年度
に上位 10％の都道府県が達成
している値、325.3日以上とす
ることを基本とします。 
令和８年度の全国の精神病床
における１年以上長期入院患
者数（65歳以上、65歳未満）
の目標値については、令和２
年度と比べて約 3.3 万人の減
少を目指すこととします。 
精神病床における退院率につ
いては、平成 30 年度に上位
10％の都道府県が達成してい
る値、３か月時点 68.9％以上、
６か月時点 84.5％以上、１年
時点 91.0％以上とすることを
基本とします。 

国の基本指針に基づき、設定します。 

 

活動指標 

項 目 
令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の
場の開催回数 

13 13 13 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係
者の参加者数 

36 36 36 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における
目標設定及び評価の実施回数 

1 1 1 

精神障害者の地域移行支援の利用者数 1 1 1 

精神障害者の地域定着支援の利用者数 1 1 1 

精神障害者の共同生活援助の利用者数 63 63 63 

精神障害者の自立生活援助の利用者数 3 3 3 

 

精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

令和８年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地
域の精神保健医療福祉体制（千葉県算出）  

15  
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精神障害の程度に関わらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神

障害者を支える地域包括ケアシステムの構築を図ります。 

システムの構築に当たっては、圏域内の現状把握と課題の抽出を行った上で、障害福祉、

医療、介護、住まい等を包括的に提供することや、精神障害者の家族に対する支援の充実、

ピアサポート活動の推進、地域の啓発活動などが実現できるよう、関係者の協議の場とし

て地域自立支援協議会を活用し、検討を進めます。 

また、障害のある方に対する誤解・偏見が生じないよう、障害に対する正しい理解や知

識について、地域住民への啓発を図ると共に、より質の高いサービスを受けられるよう、

事業者に対して指導、監査及び研修等を実施し、事業者の運営の適正化を図ります。 

 

 

 

  

目標実現に向けた取組 
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（３）地域生活支援の充実 

項 目 国の基本指針 設定の考え方 

地域生活支援の充
実 

令和８年度末までの間、各市
町村において地域生活支援拠
点等を整備（複数市町村によ
る共同整備も可能）すると共
に、その機能充実のため、コー
ディネーターを配置するなど
により効果的な支援体制の構
築を進め、また、年１回以上、
支援の実績等を踏まえ運用状
況を検証することを基本とし
ます。 
令和８年度末までに、強度行
動障害を有する者に関して、
各市町村又は圏域において、
支援ニーズを把握し、支援体
制の整備を進めることを基本
とします。 

それぞれの機能を地域において、分担
して取り組む「面的整備」として取り
組むことを検討します。 

 

目 標 値 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証、検討 年１回以上検証、検討 

強度行動障害を有する者の支援ニーズの把握と支援体制の整備 年１回以上検証、検討 

 

活動指標 

項 目 
令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域生活支援拠点の設置箇所数 （設置に向け検討） 

地域生活支援拠点のコーディネーターの配置 1名以上 

検証及び検討の実施回数について、年間の見込数 （設置に向け検討） 

 

 

障害のある方の重度化や高齢化、そしていわゆる「親亡き後」を見据え、障害のある方

の地域生活支援を推進するため、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・対応、

体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を担う地域生活支援拠点等

の充実に向けた検討を行います。 

検討に当たっては、本市の実情や課題について関係機関が情報を共有するなど、具体的

な協議を進めます。 

目標実現に向けた取組 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

項 目 国の基本指針 設定の考え方 

一般就労移行者数 
令和８年度までに、令和３年度実
績の 1.28倍以上 

国の基本指針に基づき設定します。 
（令和３年度実績３人） 

就労移行支援にお
ける一般就労移行
者数 

令和８年度までに、令和３年度実
績の 1.31倍以上 

国の基本指針に基づき設定します。 
（令和３年度実績２人） 

就労継続支援Ａ型
における一般就労
移行者数 

令和８年度までに、令和３年度実
績の 1.29倍以上 

国の基本指針に基づき設定します。 
（令和３年度実績０人） 

就労継続支援Ｂ型
における一般就労
移行者数 

令和８年度までに、令和３年度実
績の 1.28倍以上 

国の基本指針に基づき設定します。 
（令和３年度実績１人） 

終了者の５割以上
が一般就労へ移行
した就労移行支援
事業所の割合 

就労移行支援事業所のうち、就労
移行支援事業利用終了者に占め
る一般就労へ移行した者の割合
が５割以上の事業所を５割以上
とすることを基本とします。 

国の基本指針に基づき設定します。 
 

就労定着支援事業
の利用者数 

就労定着支援事業の利用者数は、
令和８年度末の利用者数を令和
３年度末の実績の 1.41 倍以上と
することを基本とします。 

国の基本指針に基づき設定します。 
（令和３年度実績０人） 

利用終了後の就労
定着率が７割以上
になる就労定着支
援事業所の割合 

就労定着率については、令和８年
度の就労定着支援事業の利用終
了後の一定期間における就労定
着率が７割以上となる就労定着
支援事業所の割合を２割５分以
上とすることを基本とします。 
また、都道府県等が地域の就労支
援のネットワークを強化し、雇用、
福祉等の関係機関が連携した支援
体制の構築を推進するため、協議
会（就労支援部会）等を設けて取組
を進めることを基本とします。 

国の基本指針に基づき設定します。 
（令和３年度実績１人） 
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目 標 値 

令和８年度までの一般就労移行者数 
４ 

(1.33 倍増) 

令和８年度までの一般就労移行者数（就労移行支援） 
３ 

(1.5 倍増) 

令和８年度までの一般就労移行者数（就労継続支援Ａ型）  
１ 

(皆増) 

令和８年度までの一般就労移行者数（就労継続支援Ｂ型）  
２ 

(２倍増) 

終了者の５割以上が一般就労へ移行した就労移行支援事業
所の割合 

100％以上 

令和８年度までの就労定着支援の利用者数 
１ 

(皆増) 

就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業

所の割合 
100％以上 

 

 

障害のある方の雇用を促進するため、就労に関する情報の提供・相談体制の整備、能力

開発や訓練の機会の拡充及び雇用の場の開拓によって、就労の場の確保を図ると共に、就

職の意向確認から就労後の定着まで、就労支援のための総合的な支援を行います。 

就労系障害福祉サービスの充実を図るため、就労移行支援や就労定着支援への新規事業

所の参入を促進し、サービス提供体制の拡充を図ります。 

また、障害者就労施設等からの物品等の優先調達や障害者施設に通所する障害のある方

の工賃向上の取組を進めるなど、その他の就労支援事業も含めた総合的な就労支援を行い

ます。 

 

 

  

目標実現に向けた取組 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

項 目 国の基本指針 設定の考え方 

児童発達支援セン
ターの設置 

児童発達支援センターを中核
とした重層的な地域支援体制
の構築を目指すため、令和８
年度末までに、児童発達支援
センターを各市町村又は各圏
域に少なくとも１か所以上設
置することを基本とします。 

安房圏域において、１か所以上設置す
ることについて検討します。 

障害児の地域社会
への参加・包容を推
進する体制の構築 

障害児の地域社会への参加・包
容（インクルージョン）を推進
するため、各市町村又は各圏域
に設置された児童発達支援セ
ンターや地域の障害児通所支
援事業所等が保育所等訪問支
援等を活用しながら、令和８年
度末までに、全ての市町村にお
いて、障害児の地域社会への参
加・包容（インクルージョン）
を推進する体制を構築するこ
とを基本とします。 

現行の実施事業所の提供体制の確保を
図ると共に、需要の増大に対応するた
め、新規事業所の参入を促進し、サービ
ス提供体制の拡充を促進します。 

重症心身障害児を
支援する放課後等
デイサービス事業
所の確保 

令和８年度末までに、主に重
症心身障害児を支援する児童
発達支援事業所及び放課後等
デイサービス事業所を各市町
村又は圏域に少なくとも１か
所以上確保することを基本と
します。 

安房圏域において、１か所以上設置す
ることについて検討します。 

医療的ケア児支援
のための協議の場
の設置とコーディ
ネーターの配置 

令和８年度末までに、各都道府
県は医療的ケア児支援センタ
ーを設置し、医療的ケア児の支
援を総合調整するコーディネ
ーターを配置すること、各都道
府県、各圏域又は各市町村にお
いて、保健、医療、障害福祉、
保育、教育等の関係機関等が連
携を図るための協議の場を設
けると共に、各市町村において
医療的ケア児等に関するコー
ディネーターを配置すること
を基本とします。 

協議の場については、設置済みです。
引き続き、関係機関等との連携を図り
ます。 
現状、館山市における医療的ケア児等
に関するコーディネーターは、３法人
４名が配置されており、これを維持し
ます。 

 

目 標 値 

令和８年度末までに児童発達支援センター設置  １ 

令和８年度末までに障害児の地域社会への参加・包容（イ
ンクルージョン）を推進する体制の構築  

新規事業所の参入を促進し、サ
ービス提供体制の拡充を促進
します。 

令和８年度末までに、重症心身障害児を支援する児童発達
支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

１ 
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目 標 値 

令和８年度末までに重症心身障害児を支援する放課後等デ
イサービス事業所の確保 

１ 

令和８年度末までに医療的ケア児支援のための協議の場 
引き続き、関係機関等との連
携を図ります。 

令和８年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネー
ターの配置 

４人以上 

 

活動指標 

項 目 
令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム
等の支援プログラム等の受講者数 

（実施に向け検討） 

ペアレントメンターの人数 （実施に向け検討） 

ピアサポートの活動への参加人数 （実施に向け検討） 

 

 

障害児の地域支援体制の充実を図るため、児童発達支援センターや重症心身障害児を支

援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を確保していきます。 

また、医療技術の進歩等を背景として、医療的ケア児の数が増加する中で、保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の各関係機関が連携を図るための協議の場を充実させていきます。 

  

目標実現に向けた取組 



82 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

項 目 国の基本指針 設定の考え方 

相談支援体制の充
実・強化等に向けた
取組の実施体制 

令和８年度末までに各市町村
において、総合的な相談支援、
地域の相談支援体制の強化及
び関係機関等の連携の緊密化
を通じた地域づくりの役割を
担う基幹相談支援センターを
設置（複数市町村による共同
設置可）すると共に、基幹相談
支援センターが地域の相談支
援体制の強化を図る体制を確
保します。 

相談支援体制の充実・強化等に向けた
取組の実施体制の確保について、検討
します。 

協議会の体制の確
保 

協議会において、個別事例の
検討を通じた地域サービス基
盤の開発・改善等を行う取組
を行うと共に、これらの取組
を行うために必要な協議会の
体制を確保します。 

館山市自立支援協議会相談部会が担
っています。 

 

目 標 

相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の実施体制を確
保 

充実・強化等に向けた取組の実
施体制の確保について検討し
ます。 

協議会の体制の確保 協議会の体制を維持します。 

 

活動指標 

項 目 
令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

総合的・専門的な相談支援の実施 （実施に向け検討） 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門
的な指導・助言件数 

（実施に向け検討） 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 （実施に向け検討） 

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 （実施に向け検討） 

 

 

相談支援体制を充実・強化するため、基幹相談支援センターを早期に設置し、障害の種

別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施します。 

また、地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言及び人材育成の

ために研修等を実施し、地域の相談支援機関と連携強化の取組を進めます。 

目標実現に向けた取組 
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（７）障害福祉サービス等の質の向上 

項 目 国の基本指針 設定の考え方 

サービスの質の向
上を図るための取
組に係る体制の構
築 

令和８年度末までに、都道府
県や市町村において、サービ
スの質の向上を図るための取
組に係る体制を構築します。 

サービスの質の向上を図るための取
組に係る体制の構築を図ります。 

 

目 標 

サービスの質の向上を図るための取組に係る体制の構築 
各種研修への参加など、体制の
構築を図ります。 

 

活動指標 

項 目 
令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研
修その他の研修への市町村職員の参加人数 

５ ５ ５ 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結
果を共有する体制の有無及びその実施回数 

（実施に向け検討） 

 

 

障害のある方等が必要とする障害福祉サービス等を提供できているのかを検証するため、

多様化している障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害福祉サービス等の質を向上

させるための体制について検討を行います。 

また、検討に当たっては、自立支援協議会の場を活用して協議を進めます。 

 

 

 

 

 

 

目標実現に向けた取組 
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第６章 サービス見込量 

１ 障害福祉サービスの利用状況と利用見込み 

（１）訪問系サービス 

サービス名 概要 

居宅介護 
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗
濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言等、生活全般にわたる援助を
行います。 

重度訪問介
護 

重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著し
い困難を有し、常に介護を必要とする人に対して、ホームヘルパーが自宅を
訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等
に関する相談や助言等、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の
介護を総合的に行います。 

同行援護 
移動に著しい困難を有する視覚障害者が外出する際、本人に同行し、移動に
必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、本人が外
出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 

行動援護 

行動に著しい困難を有する知的障害者や精神障害者で常に介護を必要とす
る人が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時に
おける移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援
助を行います。 

重度障害者
等包括支援 

常に介護を必要とする人の中でも、特に介護の必要度が高い人に対して、居
宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所等のサー
ビスを包括的に提供します。 

 

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

居宅介護 
人分 60 51 48 61 61 61 

時間分 552 636 478 760 760 760 

重度訪問介護 
人分 0 0 1 1 1 1 

時間分 0 0 641 744 744 744 

同行援護 
人分 2 2 3 3 3 3 

時間分 9 17 18 26 26 26 

行動援護 
人分 0 1 1 1 1 1 

時間分 0 2 2 2 2 2 

重度障害者等 

包括支援 

人分 

 

0 0 0 0 0 0 

時間分 0 0 0 

0 

0 0 0 
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② 見込量確保の方策 

○ サービス需要の増大に合わせ、多様な事業者の参入を促進すると共に、事業所との

連携や助言・指導を行うなど相談支援体制やサービス提供体制の充実を図ります。 

○ 障害のある方が、質の高い地域生活が送れ、安心して暮らしていけるよう、訪問に

よる支援の拡充を促進します。 

○ 利用者が安心してより質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して指導、

監査及び研修等を実施し、事業者の運営の適正化を図ります。 

○ 障害のため日常生活を営むのに支障がある障害のある方（児）等が在宅生活を維持で

きるよう利用者ニーズを的確に把握し、必要とされるサービスの提供を図ります。 

 

（２）日中活動系サービス 

サービス名 概要 

生活介護 

障害者支援施設等で、常に介護を必要とする人に対して、主に昼間におい
て、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に
関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活
動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を
行います。 

自立訓練 
（機能訓練） 

障害者支援施設、障害福祉サービス事業所又は障害のある方等の居宅にお
いて、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に
関する相談と助言等の支援を行います。 

自立訓練 
（生活訓練） 

障害者支援施設、障害福祉サービス事業所又は障害のある方の居宅におい
て、地域で自立した日常生活を営むために必要な訓練、社会生活力の評価、
生活等に関する相談と助言等の支援を行います。 

就労移行支援 
就労を希望する 65 歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験
等の機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な
訓練、就労に関する相談や支援を行います。 

就労継続支援 
（Ａ型） 

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく
生産活動の機会の提供、知識と能力の向上のために必要な訓練等を行いま
す。 

就労継続支援 
（Ｂ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に
対し、生産活動等の機会の提供、知識と能力の向上のために必要な訓練等
を行うサービスです。 

就労定着支援 
一般就労した障害のある方が、職場に定着できるよう支援する事業です。
施設の職員が就職した事業所等を訪問することで、障害のある方や企業を
支援します。 

療養介護 

病院において医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必
要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上
の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行い
ます。また、療養介護のうち医療に関わるものを療養介護医療として提供
します。 

福祉型 
短期入所 

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことがで
きない場合に、障害のある方に障害者支援施設等に短期間入所してもら
い、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。 

医療型 
短期入所 

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことがで
きない場合に、障害のある方に病院、診療所、介護老人保健施設に短期間
入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。 
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① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

生活介護 
人分 126 131 140 130 130 130 

人日分 2,150 2,555 2,637 2,555 2,555 

 

2,555 

自立訓練 

(機能訓練） 

人分 0 0 1 0 0 0 

人日分 0 0 1 0 0 0 

自立訓練 

(生活訓練） 

人分 13 10 28 13 13 13 

人日分 166 132 436 170 170 170 

就労選択支援 人分    - 1 1 

就労移行支援 
人分 2 1 3 2 2 2 

人日分 16 15 60 30 30 30 

就労継続支援 

(Ａ型） 

人分 2 16 12 11 11 11 

人日分 38 304 207 210 210 210 

就労継続支援 

(Ｂ型） 

人分 195 201 241 212 212 212 

人日分 3,028 3,551 3,854 3,745 3,745 3,745 

就労定着支援 人分 1 0 2 1 1 1 

療養介護 人分 3 3 3 3 3 3 

短期入所 

(福祉型・医療型) 

人分 16 24 43 19 19 19 

人日分 216 232 409 184 184 184 

精神障害者の自立

訓練（生活訓練） 
人分    1 1 1 

重度障害者の生活

介護 
人分    1 1 1 

うち強度行動障害 人分    0 0 0 

うち高次脳機能障

害 
人分    1 1 1 

うち医療的ケアを

必要とする者 
人分    0 0 0 

重度障害者の短

期入所（福祉型） 
人分    1 1 1 

うち強度行動障害 人分    0 0 0 

うち高次脳機能障

害 
人分    1 1 1 

うち医療的ケアを

必要とする者 
人分    0 0 0 

※０については、利用すべき人がいた場合は、対応します。 
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② 見込量確保の方策 

○ 今後は、利用者数の増加が見込まれるサービス、利用者数が飽和状態となったサー

ビスを見極め、適切なサービス提供と事業者参入の促進に努めていきます。 

○ 障害のある方が、地域で安心して暮らしていくために、介護者が病気等になったと

きや身体的・精神的軽減のために利用できる短期入所サービスの充実を図ります。 

○ 特別支援学校の卒業生や在宅の重度障害者が、希望する日中活動系サービスを利用で

きるよう、生活介護施設等を整備・誘導に努めます。 

○ 利用者が安心してより質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して指導、

監査及び研修等を実施し、事業者の運営の適正化を図ります。 

○ 医療的ケアを要する人が、身近な地域で必要な支援が受けられるように、支援体制

の充実を図ります。 
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（３）居住支援・施設系サービス 

サービス名 概要 

自立生活援
助 

入所施設や共同生活援助を利用していた障害のある方で、地域で一人暮ら
しを希望する人に対し、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域
生活を継続できるように相談・助言等を行います。 

共同生活援
助 

障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入
浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 

施設入所支
援 

施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、
食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援
を行います。 

 

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立生活援助 人分 1 4 1 4 4 4 

共同生活援助 人分 114 124 120 124 124 124 

重度障害者の共同生活援
助 人分    0 0 0 

うち強度行動障害 人分    0 0 0 

うち高次脳機能障害 人分    0 0 0 

うち医療的ケアを必要と
する者 

人分    0 0 0 

施設入所支援 人分 64 60 67 61 61 61 

 

② 見込量確保の方策 

○ 障害のある方のニーズの把握に努め、必要なサービスを提供できるよう、居住支

援・施設系サービスの社会資源の整備に取り組みます。特に、重度障害者のグルー

プホームについては、地域生活への移行を推進していく上で不足が指摘されている

ことから、社会福祉法人等の従来の事業の担い手だけにとどまらず、より幅広い事

業者の参入を促進していきます。 

○ グループホームの質の充実を図ると共に、自立生活援助、地域移行支援及び地域定

着支援等の推進により、入所等から地域生活への移行を進めます。 

○ 障害のある方の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の

拠点づくりなど、地域の社会資源を最大限に活用し、必要な障害福祉サービス等が

提供される体制の整備を進めます。 
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（４）計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 

サービス名 概要 

計画相談支
援 

障害福祉サービス利用申請時の「サービス等利用計画」等の作成やサービス
支給決定後の連絡調整を行います。 

地域移行支
援 

障害者支援施設や精神科病院に入院している精神障害者等に対する住居の
確保その他地域生活に移行するための相談等を行います。 

地域定着支
援 

居宅において単身生活をする障害のある方に対し、常時の連絡体制を確保
し、緊急の事態等における相談等を行います。 

 

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

計画相談支援 人分 79 92 37 96 96 96 

地域移行支援 人分 0 0 1 1 1 1 

地域定着支援 人分 0 0 1 1 1 1 

 

② 見込量確保の方策 

○ 支援を必要とする利用者には、サービス利用の調整・モニタリング等の支援が提供

されるよう体制を確保します。また、サービス提供事業者の負担軽減を図るため、

自立支援協議会の場を活用して協議を進め、情報共有を図ります。 

○ 地域で生活している障害のある方が住み慣れた地域で生活できるように、地域移行

支援や地域定着支援に係るサービスの充実を図ります。 

○ 地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターを早期に設置し、サ

ービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成、個別事例における専

門的な指導や助言を行います。 

○ 精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たって、精神障害

者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神

障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 
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（５）補装具の購入・修理、自立支援医療（更生医療・育成医療） 

○ 補装具の購入・修理 

障害のある方一人ひとりの状況に応じたサービスの提供を図り、提供体制の充実を

図ります。 

○ 自立支援医療（更生医療・育成医療） 

申請に対し迅速な対応に努めると共に、財源確保を図ります。 

 

① 必要な量の見込み（１年度当たり） 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

補装具 
購入 利用者数 31 31 41 31 31 31 

修理 利用者数 33 27 28 28 28 28 

自立支援医療 
更生医療 利用者数 104 106 89 106 106 106 

育成医療 利用者数 3 5 6 5 5 5 

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

障害福祉サービスと相談支援 

・令和４年度は、日中活動の自立訓練（生活訓練）・就労移行・就労定着以外の

サービスでは利用量が伸びている。 

・自立訓練（機能訓練）は、地域に対応している事業所がなく、利用につながっ

ていない。 
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２ 地域生活支援事業の利用状況と利用見込み 

（１）理解促進研修・啓発事業 

サービス名 概要 

理解促進研修・

啓発事業 

障害のある方への理解を深めるための講演会や啓発（イベント、パンフ

レット、啓発用リーフレットの作成・配布等）を行います。 

 

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

理解促進研修・ 

啓発事業 

実施 

有無 
－ － － （実施に向け検討） 

  
 

② 見込量確保の方策 

○ 障害者週間に合わせたイベント開催等による理解促進に向けた取組を行い、心のバ

リアフリーを推進します。 

 

（２）自発的活動支援事業 

サービス名 概要 

自発的活動

支援事業 

障害のある方やその家族、地域住民等が自発的に行う活動（ピアサポート、

災害対策活動、ボランティア活動等）に対して支援を行います。 

 

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自発的活動支援事業 
実施 

有無 
－ － （検討） （実施に向け検討） 

  
 

② 見込量確保の方策 

○ 自助グループの活動を支援し、障害のある方の生きがいづくりを促進すると共に、

活動の活性化に努めます。 

○ 災害時の支援拠点を整備し、ＤＰＡＴ、ＤＭＡＴ等との連携を図り、障害のある方

が適切な支援が受けられる体制の構築に努めます。 
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（３）相談支援事業 

サービス名 概要 

相談支援事

業 

障害のある方やその家族の相談や必要な情報の提供、権利擁護のために必

要な援助などを行います。基幹相談支援センターは、地域における相談支援

の中核的な役割を担う機関として、相談支援に関する業務を総合的に行う

ものです。 

 

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

障害者相談支援事業 箇所 1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援センター 設置状況 0 1 1 （実施に向け検討） 

住宅入居等支援事

業 
実施状況 － 1 1 （実施に向け検討） 

  
 

② 見込量確保の方策 

○ 相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、また、専門的な指導・助言、情報

収集・提供、人材の育成、地域移行に向けた取組等を実施されるよう、相談支援機

能の強化を図ります。 

○ 相談支援体制を充実・強化するため、基幹相談支援センターを早期に設置し、障害

の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援を実施します。 

○ 基幹相談支援センター等機能強化事業を実施します。また、住宅入居等支援事業に

ついては、関係課と調整・検討を行います。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

サービス名 概要 

成年後見制度利用

支援事業 

障害福祉サービスの利用等の観点から成年後見制度を利用することが

有用であると認められる知的障害者又は精神障害者等に対し、成年後

見制度の利用（親族等申立審判請求の費用、後見人等の報酬）を支援

することにより、これらの障害のある方の権利擁護を図ります。 

成年後見制度法人

後見支援事業 

成年後見人制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人

を確保できる体制の整備を行います。 

 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

成年後見制度利用 

支援事業 

実利用 

者数 
2 4 4 4 4 4 

成年後見制度法人

後見支援事業 

実施状

況 
－ － （検討） （実施に向け検討） 

  
 

② 見込量確保の方策 

○ 判断力が不十分な障害のある方が、財産管理や契約で不利益を被ったり、権利侵害

にあったりすることなく、尊厳を持って安心して地域で生活が続けられるよう、安

房３市１町で設置した安房地域権利擁護推進センター（中核機関）を中心に制度に関

する相談や普及啓発を行い、成年後見制度による支援を必要とする障害のある方に

対し、その利用の促進をします。 

○ 必要な人に必要な支援を届けられるよう、権利擁護支援員（市民後見人）の養成講座

を実施すると共に、実務経験を積めるような受け入れ体制の整備や講座修了者に対

する継続的かつ効果的なフォローアップ研修を実施し、担い手確保とその育成に取

り組みます。また、成年後見制度について、広報活動を行い、市民の制度への適切

な理解促進に努めます。 

○ 成年後見制度法人後見支援事業については、法人後見の実施を予定する法人が現れ

た場合、事業の実施を検討します。 
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（５）意思疎通支援事業（コミュニケーション支援事業） 

サービス名 概要 

意思疎通支援

事業 

聴覚障害などのために意思疎通を図ることに支障がある方に、手話通訳者

及び要約筆記者を派遣します。 

 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話通訳者・要約

筆記者派遣事業 

実利用 

者数 
41 49 54 49 49 49 

手話通訳者設置事

業 

実施状

況 

1 

(兼務) 

1 

(兼務) 

1 

(兼務) 

1 

(兼務) 

1 

(兼務) 

1 

(兼務) 

  
 

② 見込量確保の方策 

○ 手話通訳者の増員、養成や技能の向上を図るため、引き続き手話通訳者養成講座を

実施します。 

○ 聴覚、言語・音声機能などに障害のある市民のコミュニケーション支援のため、関

係団体との連携強化を図ります。 
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（６）日常生活用具給付等事業 

サービス名 概要 

日常生活用

具給付等事

業 

在宅の重度障害者などに対し、日常生活の便宜を図るため日常生活用具を

給付又は貸与します。 

 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

介護訓練支援用具 件 0 1 5 3 3 3 

自立生活支援用具 件 5 0 6 3 3 3 

在宅療養等支援用具 件 9 3 6 3 3 3 

情報・意思疎通 

支援用具 
件 16 13 26 20 20 20 

排泄管理支援用具 件 1,132 1,307 1,335 1200 1200 1200 

居宅生活動作補助 

用具（住宅改修費） 
件 0 1 1 1 1 1 

 

② 見込量確保の方策 

○ 日常生活用具に関する製品情報の収集を行うと共に、サービスを必要とする人への

事業の周知及び情報提供に努めます。 

○ 障害のある方一人ひとりの状況に応じた支給に努めると共に、需要動向をみながら、

財源確保を図ります。 
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（７）手話奉仕員養成研修事業 

サービス名 概要 

手話奉仕員養成研修

事業 

聴覚障害者等との交流活動の促進、市の広報活動などの支援者と

して期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕

員を養成します。 

 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

手話奉仕員養成 

研修事業 

講習 

修了者数 
3 3 1 1 2 2 

  
 

② 見込量確保の方策 

○ 引き続き、安房３市１町での共同開催を行い、人材育成に努めると共に、研修修了

者が手話通訳者養成講座を受講しやすいよう、安房地域での開催について県へ要望

していきます。 

○ 手話ボランティア・通訳者の育成のための講習会を継続して実施するなど、必要な

人材の育成・確保に努めます。 
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（８）移動支援事業 

サービス名 概要 

移動支援 
屋外での移動が困難な障害のある方等に対し、社会生活上必要不可欠な外

出や余暇活動等のための外出時に移動中の介護を行います。 

 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

移動支援 

実利用 

者数 
2 4 3 4 4 4 

延べ利用 

時間 
59 233 588 588 588 588 

  
 

② 見込量確保の方策 

○ 利用者の状況やニーズに応じた柔軟な形態での実施などを含め、移動支援の充実に

努めます。 

○ 移動支援事業への参入を呼びかけ、実施事業所の確保を図ります。 
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（９）地域活動支援センター事業 

サービス名 概要 

地域活動支援センタ

ー事業 

創作的活動や生産活動、障害のある方間の交流等を目的とした事

業を実施します。 

 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

地域活動支援センター事業

（市内） 

箇所数 1 1 1 1 1 1 

実利用

者数 
42 48 45 45 45 45 

地域活動支援センター事業

（市外） 

箇所数 1 1 1 1 1 1 

実利用

者数 
8 12 12 10 10 10 

 
 

② 見込量確保の方策 

○ 地域活動支援センター機能強化事業を実施すると共に、利用者本位のサービス展開

を促進し、定員増や新規参入意向についても積極的に受け入れていくよう努めます。 

○ 相談支援機能の強化を図ると共に、創作的活動及び地域交流の場として、内容の充

実を図ります。 
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（10）その他の事業 

サービス名 概要 

日中一時支援事業 

日中において監護者がいないため、一時的に見守り等の支援が必

要な障害のある方及び障害児に対し日中における活動の場を確保

します。 

訪問入浴サービス 
障害のある方の居宅を訪問し、浴槽を提供して身体清潔の保持・

心身機能の維持を図ります。 

知的障害者職親委託 

知的障害者が就職に必要な知識、技術等を習得することにより知

的障害者の雇用の促進及び職場における定着性を高めるため、知

的障害者を一定期間職親に預け、生活指導、技能習得訓練等を行

います。 

 

① 必要な量の見込み（年間） 

サービス名 単位 

実績 見込み 見込み 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

日中一時支援事業 

実利用

者数 
16 18 34 30 30 30 

利用日

数 
291 375 700 700 700 700 

訪問入浴サービス 

事業  

実利用

者数 
5 4 4 5 5 5 

利用日

数 
351 186 192 350 350 350 

知的障害者職親委託 
利用者

数 
0 0 1 1 1 1 

 
 

② 見込量確保の方策 

○ 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の実績等を勘案し、

適切な事業者等を選定しつつ、事業を必要とする人へサービス提供体制の充実を図

ります。 

○ 知的障害者職親委託については、利用意向に応じ、サービスの提供を図ると共に、

委託の引受先の拡大を図ります。 

 

【令和３年度・令和４年度末の分析】 

地域生活支援事業 

①必須事業 

・日常生活用具給付等事業について、平成 30 年度より情報・意思疎通支援用具

として、人工鼻を給付対象として開始しました。 
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・手話奉仕員養成研修事業について、安房地区共催で開催。令和３年度、令和４

年度は南房総市、令和５年度は鴨川市の会場にて実施しています。 

・地域活動支援センターについて、市内にⅢ型を１か所、市外にⅠ型を１か所設

置しており、創作的活動や生産活動、障害のある方間の交流等を目的とした事業

を実施しています。 

②任意事業 

・日中一時支援について、市内外の 15 事業所と委託契約を結び、提供体制の確

保を図っています。 
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３ 障害児福祉サービスの利用状況と利用見込み 

サービス名 概要 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。 

医療型児童発達支援 
上肢、下肢又は体幹の機能の障害児に対する児童発達支援及び治

療を行います。 

放課後等 

デイサービス  

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に

おいて、生活能力向上のための訓練等を行います。 

保育所等訪問支援 
障害児が通う保育所等の施設を訪問し、集団生活への適応のため

の支援等を行います。 

居宅訪問型 

児童発達支援  

重症心身障害児等の重度の障害児で、障害児通所支援を利用する

ために外出することが著しく困難な児童に対し、居宅を訪問して

発達支援を行います。 

障害児相談支援 

障害児通所支援の利用を希望する障害児に対し、その環境やサー

ビス利用に関する意向を反映した障害児支援利用計画案を作成し

ます。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証を行い、計

画の見直しを行います。 

 

① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 
実績 見込み 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

児童発達支援 
人分 19 26 10 24 24 24 

人日分 95 195 73 180 180 180 

医療型児童発達支援 
人分 0 0 1 0 0 0 

人日分 0 0 1 0 0 0 

放課後等デイサービス 
人分 138 97 118 118 118 118 

人日分 1,058 1,080 1,498 1,313 1,313 1,313 

保育所等訪問支援 
人分 11 13 3 10 10 10 

人日分 32 30 9 24 24 24 

居宅訪問型児童発達支援 
人分 0 0 1 0 0 0 

人日分 0 0 1 0 0 0 

障害児相談支援 人分 39 67 60 66 66 66 

医療的ケア児に対する関
連分野の支援を調整する
コーディネーターの配置
人数 

人 - - 4 4 4 4 
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【令和３年度・令和４年度末の分析】 

児童福祉法下のサービス 

・児童福祉サービス事業所の増加により、利用の増加につながりました。 

特に児童発達支援については、利用ニーズに対し事業所が少なく、希望のとおり

の日数を利用できませんでしたが、事業所の増加により一定程度解消されました。 

 

市内の障害児相談事業所：事業所２（令和４年度に１増加） 

市内の児童発達支援事業所：事業所４（令和４年度に２増加） 

市内の放課後等デイサービス事業所：事業所７（令和４年度に２増加） 

市内の保育所等訪問支援事業所：事業所１（増減なし） 

 

② 見込量確保の方策 

○ 今後もサービスに対する需要が増大していくことが見込まれるため、社会福祉法人

等の従来の事業の担い手だけにとどまらず、より幅広く多くのサービス提供事業者

の一層の参入を促進していきます。特に、医療的ケア児や重症心身障害児を受け入

れることができる事業所等の確保を図ります。 

○ 利用者が安心してより質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して指導、

監査及び研修等を実施し、事業者の運営の適正化を図ります。 

○ 障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、

地域における支援体制の整備を進めます。 

○ 障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就

労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構

築を図ります。 
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第７章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

計画の推進に当たっては、国や県、館山市地域自立支援協議会等との連携のもと、市民、

ボランティア、民生委員・児童委員、サービス提供事業者、企業、医療関係者などとのネッ

トワークの形成を図り、障害のある方が個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会

生活が営めるように支援体制の確保を図り、計画を推進します。 

２ 計画の進行管理 

国の基本指針を踏まえ、障害福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルによる評価と見直しを

行います。 

成果目標及び活動指標については、１年に１回その実績を把握し、障害者施策や関連施

策の動向も踏まえながら、計画の中間評価として、分析・評価を行い、必要があると認め

るときには、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じます。 

中間評価の際には、館山市地域自立支援協議会等の意見を聴くと共に、その結果を市ホ

ームページ等で公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本指針 
計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、サービ
ス提供体制に関する必要量の見込の提示 

計画 Plan 

改善 Act 

評価 Check 

実行 Do 

「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設
定すると共に、サービスの見込量の設定やその他
確保のための方策等を定める。 

中間評価等の結果を踏まえ、必要があ
ると認められるときは、計画の変更や
事業の見直し等を実施する。 

成果目標及び活動指標については、少なくとも１
年に１回その実績を把握し、障害者施策や関連施
策の動向も踏まえながら、計画の中間報告として
分析・評価を行う。 

計画の内容を踏まえ、事業を実施する。 

Check 

Plan 

Act Do 
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参考資料 

１ 計画策定の経過 

年 月 日 項目 内容 

令和５年10月２日 

館山市障害福祉計画等 

策定委員会 

第１回委員会 

１ 委嘱状の交付 

２ 正副委員長選出 

３ スケジュール等について 

４ 福祉アンケートの実施について 

令和５年11月８日 

から 

令和５年11月21日 

＜福祉アンケート＞ 

・配布数 1,415件 

身体 346件 

知的 314件 

精神 646件 

児童 109件 

・有効回答数 610件 

・有効回答率 43.1％ 

令和６年１月11日 

館山市障害福祉計画等 

策定委員会 

第２回委員会 

１ 福祉アンケートの結果速報 

２ 第６次障害福祉計画（現行計画）の進

捗状況 

３ 第７次障害者計画・第３次障害児福祉

計画の基本指針等 

令和６年２月８日 

館山市障害福祉計画等 

策定委員会 

第３回委員会 

１ 第６次館山市障害者基本計画、館山市

障害福祉計画（第７期）及び館山市障

害児福祉計画（第３期）の素案につい

て 

２ 今後のスケジュールについて 

令和６年２月９日 

から 

令和６年２月22日 

＜パブリックコメント＞ 
・市ホームページ・庁舎玄関・図書館・

コミュニティセンターにて閲覧実施 

令和６年３月５日 

館山市障害福祉計画等 

策定委員会 

第４回委員会 

１ 第６次館山市障害者基本計画、館山

市障害福祉計画（第７期）及び館山

市障害児福祉計画（第３期）最終計

画案の審議について 
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２ 館山市障害福祉計画等策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 館山市における障害者基本法第１１条第３項に基づく「市町村障害者計画」、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条に基づく「市町村障害福

祉計画」及び、児童福祉法第３３条の２０に基づく「市町村障害児福祉計画」（以下「障害

福祉計画等」という。）を策定するにあたり、広く市民の意見を反映させるため、館山市障

害福祉計画等策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は次の事項を所掌する。 

 （１）障害福祉計画等の策定に関すること 

 （２）障害福祉計画等に関する情報交換 

 （３）その他、障害福祉計画等の策定に関し必要なこと 

（定員及び任期） 

第３条 委員会は、委員１７名をもって組織する。 

 ２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

 （１）医療機関代表 

 （２）障害者及び障害者団体の代表 

 （３）社会福祉施設代表 

 （４）就労関係代表 

 （５）教育施設代表 

 （６）障害児支援事業所代表 

 （７）関係機関代表 

 ３ 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。ただし、欠員等が生じた場合にお

ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 委員長は会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

 ２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

 ３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 
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（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の会議及び運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

 

 

（附則） 

この要綱は、平成１８年６月１２日から施行する。 

この要綱は、平成２０年６月１２日から施行する。 

この要綱は、平成２３年６月９日から施行する。 

この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 
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３ 館山市障害福祉計画等策定委員会委員名簿 

任期：令和５年９月 1日～令和６年３月 31 日 

（敬称略） 

区分 所属 役職等 委員名 

医療機関 

安房医師会 

（医療法人社団紫陽会 

原クリニック） 

会長 

身障福祉法 15条指定医 
原   徹 

安房医師会 

（医療法人南陽会 田村病院） 
精神科医 松丸 憲太郎 

安房歯科医師会 

（林歯科矯正歯科医院） 

指定自立支援医療機関

歯科医師 
林 宏己 

障害者及び 

障害者団体 

館山市身体障害者福祉会 副会長 粕谷 政義 

館山市手をつなぐ親の会 会長 松苗 禮子 

特定非営利活動法人 夕なぎ 

（地域活動支援センター） 
施設長 富山 潤一郎 

社会福祉 

施設 

社会福祉法人 安房広域福祉会 

（生活介護事業所桜の里） 
施設長 江部 純子 

社会福祉法人 三芳野会 

やわたの杜 
管理者 福原 誠 

就労関係 館山公共職業安定所 所長 菅野 惠 

教育関係 千葉県立安房特別支援学校 校長 堀江 均 

こども関係 
館山市自立支援協議会 

こども部会 
部会長 加藤 亜矢 

関係機関 

安房健康福祉センター 精神保健福祉相談員 松元 昭憲 

千葉県中核地域生活支援センター 

ひだまり 
センター長 香田 道丸 

館山市社会福祉協議会 事務局長 井澤 浩 

館山市民生委員児童委員協議会 理事 竹山 多津江 

館山市教育委員会 主査 戸波 智子 

館山市健康福祉部 部長 菅田 茂樹 
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４ 主な用語集 

アクセシビリティ [あくせしびりてぃ] 

年齢や能力などに関係なく、どの程度利用可能であるかを表す概念で、中でも障害のあ

る方や高齢者などが、それぞれの状況に応じて情報を利用することができるか、という情

報アクセシビリティが大きな課題となっています。 

 

医療的ケア[いりょうてき けあ] 

主に障害のある方に日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療的介助行

為のこと。医療法上の「医療行為」と区別し、「医療的ケア」と呼ばれます。 

 

グループホーム [ぐるーぷ ほーむ]（共同生活援助 [きょうどう せいかつ えんじ

ょ]） 

病気や障害などで日常生活の自立に困難のある人たちが、専門スタッフ等の援助を受け

ながら少人数で共同生活をする形態で、利用者間の支え合いやスタッフの援助により生活

自立力の維持・向上を目指します。 

 

権利擁護 [けんり ようご] 

知的障害・精神障害や認知症などのため、自らの権利やニーズを表明することが困難な

人に代わってその権利やニーズ表明を行うこと。また、弱い立場にある人々の人権侵害（虐

待や財産侵害など）が起きないようにすることです。後見人などが法律行為を代理する「成

年後見制度」や、福祉サービスの利用や日常生活上の金銭管理などを援助する「日常生活

自立支援事業」があります。 

→成年後見制度 [せいねん こうけん せいど] 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護

を代理権等が付与された成年後見人が支援する制度。本人が判断能力のあるうちにあらか

じめ後見人を依頼しておく「任意後見制度」と家庭裁判所の審判に基づき後見人を選任す

る「法定後見制度」があります。「法定後見制度」は、本人の判断能力に応じて、「後見」

「補助」「保佐」の３類型に分かれます。 

→日常生活自立支援事業 [にちじょう せいかつ じりつ しえん じぎょう] 

利用者本人が社会福祉協議会と契約を結び、福祉サービスの利用援助（情報提供、助言、

手続きの援助など）や日常的な金銭管理などのサービスを受けることができる制度。「成年

後見制度」の補完的な性格を持ちます。 
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高次脳機能障害 [こうじ のうきのう しょうがい] 

交通事故や脳血管疾患などによる脳損傷を原因とする、記憶・注意・思考・言語などの

知的機能の障害。外見上は障害が目立たないため、周囲の人に理解されにくかったり、本

人自身が障害を十分に認識できないこともあります。 

 

合理的配慮[ごうりてき はいりょ] 

障害のある方が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、

状況に応じて行われる配慮のこと。筆談や読み上げによる意思の疎通、車いすでの移動の

手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過重の負担にならない範囲で提供され

るべきものです。 

 

サービス等利用計画 [さーびすとう りよう けいかく] 

障害福祉サービスの利用を希望する、又は利用している障害のある方が様々なサービス

を上手に組み立て活用するために作る計画です。計画には、本人の解決すべき課題、その

支援方針、利用するサービスなどが記載されます。 

 

社会福祉協議会 [しゃかい ふくし きょうぎかい] 

社会福祉法の規定に基づき、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした社会福祉

法人で、単に「社協」とも呼ばれます。館山市には市役所の４号館内に「館山市社会福祉協

議会」が設置されており、様々な福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支

援、共同募金など地域の福祉の向上に取り組んでいます。 

 

障害支援区分 [しょうがい しえん くぶん] 

障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、障害のある方等の障害の多様な特性そ

の他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものです。 

 

障害者虐待 [しょうがいしゃ ぎゃくたい] 

障害のある方に対して、家族を含む他者から行われる人権侵害の行為です。虐待行為を

防止することが、障害のある方の自立や社会参加にとって極めて重要であることから、平

成 23 年に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待

防止法）」が制定され、①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、④保護の放置（ネグレ

クト）、⑤経済的虐待の５つが定義されています。 
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自立支援医療制度 [じりつ しえん いりょう せいど] 

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費

負担医療制度です。精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する人が受けられ

る「精神通院医療」、身体障害者手帳の交付を受け、治療の効果が期待できる 18 歳以上の

人が受けられる「更生医療」、18歳以下の児童が受けられる「育成医療」、があります。 

 

地域生活支援事業 [ちいき せいかつ しえん じぎょう] 

指定障害福祉サービス等とは別に、障害者総合支援法第 77 条及び第 78 条の規定に基づ

いて地方自治体が行う事業で、必ず実施することとなっている「必須事業」と、地方自治

体の裁量で行える「任意事業」が含まれます。 

 

ＤＰＡＴ 

自然災害や航空機・列車事故、犯罪事件などの集団災害の後、被災地域に入り、精神科

医療及び精神保健活動の支援を行う専門的なチームです。 

 

ＤＭＡＴ 

医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規

模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期（おおむね 48時間以内）から活動

できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームです。 

 

ＤＷＡＴ 

災害時における、長期避難者の生活機能の低下や要介護度の重度化など二次被害防止の

ため、一般避難所で災害時要配慮者（高齢者や障害のある方、子ども等）に対する福祉支

援を行う福祉の専門職で構成するチームです。 

 

特別支援教育 [とくべつ しえん きょういく] 

従来の「特殊教育」から転換された新しい教育制度で、障害のある幼児・児童・生徒の自

立や社会参加に向けた取組を支援するという視点に立ち、一人ひとりの必要に応じて能力

を高め生活や学習上の困難を改善・克服するために適切な指導や必要な支援を行うもので

す。 

 

難病 [なんびょう] 

難病については、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない、希少な疾病

であって、長期の療養を必要とするものといった定義がなされています。またこれらのう

ち、一定の基準を満たす疾病については厚生労働大臣の指定により障害者総合支援法の対

象となる「指定難病」となります。令和６年４月から、369疾病が指定難病となっています。 
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日常生活用具 [にちじょう せいかつ ようぐ] 

在宅の重度障害者（児）等に対して、日常生活上の困難を改善し、自立支援及び社会参

加の促進を図るために給付又は貸与される用具です。 

 

ノーマライゼーション [のーまらいぜーしょん] 

障害のある方を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件

を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルであるという考えです。 

 

発達障害 [はったつ しょうがい] 

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、その他これに類する脳機能の

障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものです。 

 

バリアフリー [ばりあふりー] 

社会生活をしていく上で妨げとなる障壁（バリア＝Barrier）となるものを除去（フリー

＝Free）するという意味で、建物や道路の段差解消など生活環境上の物理的障壁を除去す

ること。より広く、社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除

去という意味でも用いられます。 

→ユニバーサルデザイン [ゆにばーさる でざいん] 

特定の年齢・性別・国籍・心身状態の人を対象とするのではなく、どのような人でも利

用することができる施設や製品を計画・設計することです。  

 

ピアサポート [ぴあさぽーと] 

同じような立場、同じような課題に直面する人が互いに支え合う活動のことです。例え

ば、障害のある方が、自分の体験に基づいて他の障害のある方の相談に乗ったり、仲間と

して、社会参加や地域での交流、問題の解決等の支援を行ったりします。 

 

ペアレントトレーニング [ぺあれんととれーにんぐ] 

環境調整や子どもへの肯定的な働きかけを学び、保護者や養育者の関わり方や心理的な

ストレスの改善、子どもの適切な行動の促進と不適切な行動の改善を目的としたトレーニ

ングのことです。 

→ペアレントプログラム [ぺあれんとぷろぐらむ] 

子どもの行動を客観的に捉え、子どものできていることを認めてほめること、また、孤

立している母親が仲間をみつけることを目標として作られたプログラムです。 

→ペアレントメンター [ぺあれんとめんたー] 

発達障害のある子どもの子育てを経験したことがあり、相談支援に関する一定のトレー

ニングを受けた人のこと。発達傷害のある子どもを持つ親に対し、共感的に支援や相談を

行うことができます。 
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法定雇用率 [ほうてい こようりつ] 

障害のある方の雇用の促進等に関する法律に基づいて、事業主に義務づけられている、

全従業員数における障害のある方の雇用の割合で、「障害者雇用率」ともいいます。平成 30

年４月１日からは、対象となる事業主の範囲が、従業員 45.5 人以上に広がり民間企業では

2.2％、国、地方公共団体等では 2.5％、都道府県等の教育委員会では 2.4％となり、さら

に令和３年４月までには、さらに 0.1％引き上げとなります。 

 

補装具 [ほそうぐ] 

障害のある方等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用

されるもの等です。例えば義肢、装具、車いす等があります。 
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